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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.5、6

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑴ 都市機能の

充実強化

ア 都心や拠点地区

等におけるまちづ

くりの推進

【現状と課題】

本市においては、高齢化が急速に進展しており、人口減少にも直面する中、

持続的に都市の活力を維持・向上していくためには、公共交通にアクセスし

やすい場所に、都市機能を集積させて、高齢者を始めとする市民が過度に自

家用車に頼ることなく安心して暮らせるまちづくりを進める    こと

が求められている。このため、公共交通等で連携され、都市機能の集積が進

む都心や拠点地区、市街地の大規模未利用地  において、更なる機能の集

積を進め、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進する必要があ

る。

このうち、都心については、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心

の東西の核と位置付け、                 相互に刺

激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めている。          

                             広島駅周

辺地区は、        再開発ビル が完成するなど、まちづくり  

     が進んでおり、今後とも、整備が進む広島高速 5号線等を活用し

た広域的な交通結節点としての機能 強化に取り組む必要がある。一方、紙

屋町・八丁堀地区は、                       更

新時期を迎える建築物が多く   、また、狭あいな敷地が多く土地が有効

活用されていないなどの課題があり  、その活性化に取り組む必要があ

る。加えて、隣接する基町地区についても、都心の一角としての特性を生か

し、一層の発展を目指していく必要がある。

また、       西風新都や     西広島駅周辺地区等 の

拠点地区などについては、地区の特性や役割に応じ、都市機能の充実強化な

どに取り組む         必要がある。

【対応策の方向性】

都心において、大規模オフィスやコンベンション施設、宿泊を含め多くの

用途があるシティホテル等を誘導し、業務・商業機能の充実強化を図る。

広島駅周辺地区については、中四国地方最大の旅客施設である広島駅の南

口広場において、ＪＲ西日本が行う駅ビルの建替えと連携した路面電車の駅

ビルへの高架乗り入れを含む         再整備     など、陸

の玄関としての更なる機能強化に取り組む。

紙屋町・八丁堀地区については、都市再生緊急整備地域制度を活用した

                                  

建築物の建替えと、建替えに併せた土地の高度利用を促進するとともに、旧

広島市民球場跡地を含む中央公園及び周辺地域の空間づくりを              

                    進める。

基町住宅地区については、                     

多様な世代が共存し、住みやすく、にぎわいのあるまちを目指す。

西風新都については、アストラムラインの延伸（広域公園前駅からＪＲ西

広島駅）、幹線道路のネットワーク化などに取り組む。          

                    

西広島駅周辺地区については、交通結節点整備との整合を図りつつ、  

計画的な市街地の整備に取り組む。               

このほか、各拠点地区において、商業施設や介護・子育て支援拠点施設等

を誘導し、地域の生活サービス向上に資する機能の充実強化を図る。

     広島西飛行場跡地については、雇用やにぎわいを創出する民間

主体の施設やスポーツ施設の導入に向けた取組を推進する。

【現状と課題】

本市においては、高齢化が急速に進展しており、人口減少にも直面する中、

持続的に都市の活力を維持・向上していくためには、公共交通にアクセスし

やすい場所に、都市機能を集積させて、高齢者を始めとする市民が過度に自

家用車に頼ることなく生活できるよう、集約型都市構造への転換を図ること

が求められている。このため、公共交通等で連携され、都市機能の集積が進

む都心や広域拠点と地域拠点からなる拠点地区等において、更なる機能の集

積を進め、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進する必要があ

る。

このうち、都心については、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心

の東西の核と位置付け、都市機能の集積・強化を図ることにより、相互に刺

激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めており、今後とも、こうした取

組を推進することで、都心の求心力を一層高めていく必要がある。広島駅周

辺地区は、陸の玄関として、再開発ビル等が完成するとともに、広島高速 5

号線の整備が進んでおり、今後とも、                 

広域的な交通結節点としての機能を強化していく 必要がある。一方、紙

屋町・八丁堀地区は、中四国地方最大の業務・商業集積地であるものの、更

新時期を迎える建築物が多く存在し、また、狭あいな敷地が多く土地が有効

活用されていないなどの課題があるため、その活性化を図る  必要があ

る。加えて、隣接する基町地区についても、都心の一角としての特性を生か

し、一層の発展を目指していく必要がある。

また、広域拠点である西風新都や地域拠点である西広島駅周辺地区などの

拠点地区等 については、地区の特性や役割に応じた都市機能を強化するな

ど、その拠点性を更に高めていく必要がある。

【対応策の方向性】

都心において、都市再生緊急整備地域制度や都市計画制度などを活用し、

大規模オフィスやコンベンション施設、ホテル等の高次都市機能の集積を図

るとともに、新たな都市空間の創出に取り組む。

広島駅周辺地区については、                   

       ＪＲ西日本が行う駅ビルの建替えと連携し、路面電車の

    高架乗り入れを含む広島駅南口広場の再整備等に取り組むなど、陸

の玄関にふさわしいまちづくりを進める。

紙屋町・八丁堀地区については、リーディング・プロジェクトとなる広島

商工会議所ビルの移転を伴う市営基町駐車場周辺での再開発を始め、     

建築物の建替えと、建替えに併せた土地の高度利用を促進するとともに、旧

広島市民球場跡地を含む中央公園及び周辺地域の空間づくりを推進するな

ど、都心の魅力づくりをリードするまちづくりを進める。

基町  地区については、市営住宅の再整備や県営住宅跡地の活用など、

多様な世代が共存し、住みやすく、にぎわいのあるまちづくりを進める。

拠点地区等において、都市計画制度などを活用し、地区の特性や役割に応

じた都市機能の集積を図るとともに、計画的な都市基盤の整備に取り組む。

西風新都については、アストラムラインの延伸（広域公園前駅から  西

広島駅）や幹線道路のネットワーク化など、「住み、働き、学び、憩い、護る」

という複合機能を備えたまちづくりを進める。

西広島駅周辺地区については、交通結節点整備や土地区画整理事業による

計画的な市街地 整備など、駅周辺にふさわしいまちづくりを進める。

このほか、広島西飛行場跡地の活用を始め低・未利用地の有効活用を図る

など、地区の特性等を踏まえたまちづくりを進める。

・ より分かりやすい内容とするため、「集

約型都市構造への転換」という具体的な表

現に修正した。

・ 拠点地区といった言葉に関し、読み手が

イメージしやすいよう、言葉を補ってはど

うかという委員意見を踏まえ、修正した。

・ 現状と課題、対応策の方向性との関係が

より分かりやすくなるよう、整理し直した

方が良いという委員意見を踏まえ、都心全

体としての課題を記載していなかったた

め、それらを追記した。

・ 上記に併せ、広島駅周辺地区及び紙屋

町・八丁堀地区の現状について、より分か

りやすい内容とするため、修正した。

・ 上記の委員意見を踏まえ、都心全体の対

応策の方向性について、再整理し、広島駅

周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を包含する

内容に修正した。

・ 具体的な取組レベルと方向性レベルの

ものがあり、より分かりやすくなるよう、

整理し直した方が良いという委員意見を

踏まえ、「・・・まちづくりを進める」とい

う表現に統一するなど、書き振りを揃える

修正をした。

・ 上記の委員意見を踏まえ、拠点地区全体

の対応策の方向性について、再整理し、広

域拠点と地域拠点を包含する内容とする

などの修正をした。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.7、8
１ 活力の創出と都
市ブランドの確立
を目指したまちづ
くり

⑴ 都市機能の充実
強化

イ 公共交通を軸と
した交通体系の構
築

イ 都心と拠点地区などとを結ぶ公共交通等の充実強化

【現状と課題】
本市 は、ＪＲやアストラムライン、路面電車、バス等の公共交通が広島

駅や西広島駅等で結節されるなど、都心と拠点地区、拠点地区相互を結ぶ
  ネットワークが形成されている。今後、公共交通を軸とした   

まちづくり を進めていくためには、アストラムラインの延伸や交通結
節点における乗換え利便性の向上などに取り組むとともに、交通事業者等と
連携し、ＪＲや路面電車等の定時性や速達性の確保などに取り組む必要があ
る。特にバスは、基幹的な役割から郊外部等の生活交通の役割まで幅広く担
っているものの、利用者減少によるサービスレベルの低下や都心の過密状態
などの課題があることから、バス事業者等と一体となり、その活性化に取り
組む必要がある。
また、自転車は、公共交通を補完する移動手段として、         

                            多くの市民
に利用されていることから、本市では、デルタ市街地の適度な平坦性を生か
し、自転車を活用したまちづくりを推進している。このため、今後とも、    
             自転車が通勤や通学、観光、健康づくりなど、
様々な場面でより一層活用されるよう、その環境整備に取り組む必要があ
る。
さらに、本市 は、都市内道路の整備に加え  、広島高速道路を始め

とする自動車専用道路等の整備促進など               
に取り組んでいる。                    今後

とも、拠点地区間や近隣市町との連絡など、都市内道路網の整備を進めつつ、
近隣市町との交流・連携の促進や都心のアクセス向上を図るため、広域的な
交通ネットワークの強化に取り組む   必要がある。

【対応策の方向性】
アストラムラインの延伸（広域公園前駅からＪＲ西広島駅）に取り組むと

ともに、広島駅や西広島駅において、駅前広場の再整備などの交通結節点整
備を推進する。
ＪＲについては、可部線・芸備線の運行頻度の向上などに向けた取組を促

進する。

路面電車については、ＬＲＴ化の促進や電車優先信号の拡大、市内中心部
を環状で結ぶ    循環ルートの整備促進などを図る  。
バスについては、都心の   過密化したバス路線の効率化や     

    郊外部のバス 路線の効率化（路線のフィーダー化）、地域の実情
に 応 じ た 乗 合 タ クシ ー へ の 転 換等 も 含め た 運 行 形 態 の 見直 し  
など、市民の利便性向上を視野に入れながら、バスの活性化を促進する。

自転車については、     車道通行を基本とする自転車ネットワーク
路線の整備を推進するとともに、   シェアサイクル「ぴーすくる」の利
用促進を図る。
拠点地区を連絡する街路の整備や東部地区連続立体交差事業の推進など、     

体系的な都市内道路網の整備を推進する。
また、東広島バイパス・安芸バイパスの整備や西広島バイパス都心部延伸

など、広域連絡幹線道路網の整備促進を図る。

イ 公共交通を軸とした交通体系の構築

【現状と課題】
本市では、ＪＲやアストラムライン、路面電車、バス等の様々な交通機関

によって、          都心と拠点地区、近隣市町と  を結ぶ公
共交通ネットワークが形成されている。今後、公共交通を軸としたコンパク
トなまちづくり等を進めていくためには、こうしたネットワークの更なる強
化が重要である。このため、交通事業者と連携しながら、交通結節点におけ
る交通機関相互の連携強化を図るとともに、路面電車やバス等の定時性・速
達性の確保に取り組むなど、利便性の高い公共交通ネットワークの構築や公
共交通サービスの充実強化に取り組む必要がある。あわせて、公共交通サー
ビスが行き届いていない地域において、市民の日常的な移動手段の確保を図
る必要がある。
また、自転車は、公共交通を補完する移動手段として、その役割がますま

す重要になっており、近距離移動に手軽で便利な乗り物として、多くの市民
に利用されている                             
                      。このため、今後とも、歩
行者の安全確保を図りつつ、自転車が通勤や通学、観光、健康づくりなど、
様々な場面でより一層活用されるよう、その環境整備に取り組む必要があ
る。
さらに、本市では、円滑な道路交通を確保するため、広島高速道路等の

   自動車専用道路から地域に密着した生活道路までの体系的な道路整
備に取り組んでおり、都心と近隣市町とのアクセス性も向上している。今後
とも、                               
近隣市町との交流・連携の促進や市街地の混雑緩和等につながるよう、道路
交通ネットワークの強化に取り組んでいく必要がある。
加えて、ＩＣＴ化や自動運転等の技術革新が急速に進展する中、こうした

新たな技術も利活用しながら、持続可能な交通体系を構築していく必要があ
る。

【対応策の方向性】
公共交通の利用を促進するため、広島駅、西広島駅における交通結節点整

備などの交通機関相互の乗換利便性の向上や、ＪＲ、アストラムライン、路
面電車、バス等の機能強化など、公共交通の充実強化に取り組む。
ＪＲについては、可部線・芸備線の運行頻度や駅等の利便性の向上を図る。

    
アストラムラインについては、広域公園前駅から西広島駅までの延伸に取

り組み、ＪＲ山陽本線を介した環状型ネットワークの形成を図る。
路面電車については、ＬＲＴ化を推進するとともに、駅前大橋ルートや市

内中心部を環状で結ぶ循環ルートの整備  などに取り組む。
バスについては、都心における過密化した  路線の効率化や、近隣市町

と連携した郊外部における路線の       フィーダー化 、地域の実
情に応じた                    運行形態の見直し
など、バス路線の再編に取り組むとともに、待合施設の整備などによる利用
環境の向上を図る。あわせて、地域主体の乗合タクシー等の導入・運行を支
援し、公共交通サービスが行き届いていない地域における生活交通の確保を
図る。
自転車の利用を促進するため、車道通行を基本とする自転車走行空間や駐

輪場の整備、           シェアサイクル     の利
用促進、ルール・マナーの意識啓発など、自転車を生かしたまちづくりを推
進する。
円滑な道路交通を確保するため、東広島バイパス・安芸バイパス、西広島

バイパス（都心部延伸）等の広域連絡幹線道路網や広島高速道路の整備促進、
拠点地区間や近隣市町との連絡を強化する道路整備など、体系的な道路整備
を推進するとともに、東部地区において、道路とＪＲ山陽本線・呉線の連続
立体交差化を進める。
ＩＣＴ化や自動運転等の今後の技術開発の動向等に注視しながら、こうし

た技術を利活用し、持続可能な公共交通サービスの提供や市民の移動手段の
確保などに取り組む。

・ タイトルが公共交通だけをイメージさ
せるタイトルとなっていたため、自転車交
通や道路交通もイメージできるよう、修正
した。

・ 現状と課題、対応策の方向性との関係が
より分かりやすくなるよう、整理し直した
方が良いという委員意見を踏まえ、交通機
関ごとの課題しか記載していなかったた
め、公共交通ネットワーク全体の課題を追
記した。

・ 交通機関が連携していないことが公共
交通ネットワークの課題であるという委
員意見を踏まえ、それを修正した。

・ 公共交通ネットワーク全体の中で、地域
主体の乗合タクシー等を整理すべきでは
ないかという委員意見を踏まえ、それを追
記した。

・ 自転車の現状と課題については、より分
かりやすい内容とするため、修正した。

・ 渋滞が発生しているので、通過交通と生
活交通を整理しながら、都市内道路網の体
系を整理する必要があるという委員意見
を踏まえ、修正した。

・ 10年後を見据えると、自動運転やＩｏＴ、
シェアリングに依存する割合が高くなり、
また、グリーンスローモビリティが一般的
になると予想されるため、そうした視点を
記載しておく必要があるという委員意見
を踏まえ、それらを追記した。

・ 上記の委員意見を踏まえ、公共交通ネッ
トワーク全体の方向性について、再整理
し、修正した。あわせて、各交通機関の対
応策について、より分かりやすい内容とす
るため、修正した。

・ 上記の委員意見を踏まえ、地域主体の乗
合タクシーなどを追記した。

・ 自転車については、上記現状と課題の修
正に伴い、内容の整合を図るため、また、
より分かりやすい内容とするため、修正し
た。

・ 道路交通については、上記現状と課題の
修正に伴い、内容の整合を図るため、また、
より分かりやすい内容とするため、修正し
た。

・ 上記の委員意見を踏まえ、記載を追加し
た。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.9

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑵ 産業の振興

ア 産業の集積・強

化

ア 活力にあふれる地域産業の育成

【現状と課題】

人口減少社会の到来による国内市場の縮小に加え、グローバル化の進展等

の影響がある中、本市は、           県や企業等と連携した

取組を進める                    など、地域経済活

性化に資する取組を行っている。

今後とも、地域  の活力を維持していく  ためには、地場産業や地域

資源の特色を生かし、特に本市の基幹産業である自動車関連産業を中心に、

        ものづくり産業の競争力を強化する          

                 必要がある。また、産業活動のダイナ

ミズムを持続させていくためには、               

新分野の創出や成長分野への事業資源のシフトといった取組を促していく

必要がある。

【対応策の方向性】

     次世代の自動車技術開発に資する取組への支援を行う   

                                

                                  

。

また、広島広域都市圏内の多様な地場産品の販路拡大          

    に取り組む。

さらに、          新分野や  、医療・福祉、環境・エ

ネルギー、都市型サービス、観光などの成長分野への創業とその育成支援に

取り組む。

ア 産業の集積・強化

【現状と課題】

人口減少社会の到来による国内市場の縮小に加え、グローバル化の進展等

の影響がある中、本市は、広島広域都市圏内の市町や県、企業等と連携し、

ものづくり産業の強化や地場産品の販路拡大、企業の誘致など、地域経済活

性化に資する取組を行ってきた。

今後とも、地域経済の活力の維持・向上を図るためには、地場産業や地域

資源の特色を生かし、特に本市の基幹産業である自動車関連産業を中心に、

圏域内において、ものづくり産業の競争力を強化する取組を進めるととも

に、圏域内の地場産品の消費拡大を図る必要がある。また、産業活動のダイ

ナミズムを持続させていくためには、創業・ベンチャーを支援するとともに、

新分野の創出や成長分野への事業資源のシフトといった取組を促していく

必要がある。あわせて、圏域内への新たな企業の誘致に取り組み、産業の集

積と技術革新への対応を進める必要がある。

【対応策の方向性】

電動化など次世代の自動車技術開発に資する取組への支援を行うととも

に、デザインによる製品・サービスの付加価値向上や販路開拓、ＡＩ・Ｉｏ

Ｔの導入による生産性の向上などに取り組み、ものづくり産業の競争力強化

を図る。

また、広島広域都市圏内の多様な地場産品の販路拡大と、圏域内における

地産地消に取り組む。

さらに、創業・ベンチャーの支援や新分野の創出、医療・福祉、環境・エ

ネルギー、        観光などの成長分野      の育成支援に

取り組む。

加えて、情報サービス業やコールセンター業等の都市型サービス産業や、

調査・企画や研究開発部門等の本社機能など、圏域内への経済的な波及効果

が期待できる業種や事業分野、本社機能の誘致に取り組む。

・ 産業の育成と企業等の立地誘導は、戦略

的に取り組む必要があるという考え方の

下、地域産業の育成と企業等の立地誘導を

一体として整理し、記載内容を踏まえ、表

題を「産業の集積・強化」とするとともに、

「対応策の方向性」の各項目について、詳

しく記載した。

・ 新産業の創設、特に大きな企業を誘致す

るのではなく、ベンチャー企業の育成とい

う点が必要であるという委員意見を踏ま

え、現状と課題に追記するとともに、あわ

せて、対応策の方向性も修正した。

・ 10年後を見据えると、ＡＩ・ＩｏＴなど

に依存する割合が高くなると予想される

という委員意見を踏まえ、それらを追記し

た。

・ 都市型サービス産業のオフィス新設な

ど、その他の対応策を含めて「企業立地の

促進に向けた支援に取り組む」という最後

の部分に集約されているという委員意見

を踏まえ、それらをまとめて記載した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.10

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑵ 産業の振興

イ 中小企業・商店

街の活性化

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

また、商店街は、各地域においてヒト・モノ・カネ・情報が循環する拠点

であり、市民に身近な買物の場、地域コミュニティの場として重要な役割を

担ってきたが、大規模小売店舗の出店等により、商店街を取り巻く環境は厳

しい状況にある。このため、それぞれの地域特性を踏まえつつ、各商店街の

活力向上を図る必要がある。

【対応策の方向性】

中小企業の経営改善に向けたサポートや事業承継・業態転換等の更なる支

援に取り組む。

また、人口流出と高齢化が深刻な中山間地域・島しょ部において、雇用と

地域コミュニティの担い手の確保に資する地元中小企業の支援に取り組む。

商店街については、地域特性や求められる役割を踏まえた振興策と魅力向

上の                                

                            取組を促進

する。

【現状と課題】

本市は、中小企業に対し、融資や窓口相談、専門家派遣などのメニューを

設け、支援する取組を進めてきたが、人手不足や後継者不足により、その経

営環境は厳しい状況が続いている。このため、本市経済の屋台骨である中小

企業について、これまでに蓄積してきた強みを生かし、経営基盤を強化する

とともに、経営者の高齢化などを踏まえ、次世代へ円滑な形で承継していく

必要がある。

また、商店街は、各地域においてヒト・モノ・カネ・情報が循環する拠点

であり、市民に身近な買物の場、地域コミュニティの場として重要な役割を

担ってきたが、大規模小売店舗の出店等により、商店街を取り巻く環境は厳

しい状況にある。このため、それぞれの地域特性を踏まえつつ、各商店街の

活力向上に資する取組を促進する必要がある。

【対応策の方向性】

中小企業の経営改善に向けたサポートや事業承継・業態転換等の更なる支

援に取り組む。

また、人口流出と高齢化が深刻な中山間地 ・島しょ部において、雇用と

地域コミュニティの担い手の確保に資する地元中小企業の支援に取り組む。

商店街については、地域特性や求められる役割を踏まえ、観光や文化芸術

など様々な要素を活用し、商店街とそれを構成する個々の店舗の活力や魅力

の向上に資するとともに、地域コミュニティの活性化に寄与する取組を促進

する。

・ 消費税増税を機に、さらに弱体化する商

店や商店街が増え、閉店によるシャッター

通りが出てコミュニティの希薄化が進む

ことにより、災害時においても問題になる

ことが考えられるという、委員意見を踏ま

え、対応策の方向性を修正し、それに伴い、

現状と課題に追記した。

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑵ 産業の振興

ウ 企業等の立地誘

導の推進

【現状と課題】

本市は、西風新都などへの企業等の立地誘導に取り組み、新たな産業の振

興を図っている。

今後とも、圏域内への新たな企業の立地促進と圏域外への企業の流出防止

に取り組み、産業の集積と雇用機会の拡大を促進して地域経済の活性化を図

る必要がある。とりわけ、「200 万人広島都市圏構想」の実現に向けて、本市

を含むローカル経済圏の構築に資する企業の立地を促進するためには、圏域

内への経済的な波及効果が期待できる業種や事業分野の企業を立地誘導す

る必要がある。

【対応策の方向性】

情報サービス業やコールセンター業等の都市型サービス産業のオフィス

新設、医療・福祉、環境・エネルギー等の成長産業分野等の製造業の工場新

設、商工センターや西風新都等の拠点地区への運送業や倉庫業等の物流施設

の新設など、企業立地の促進に向けた支援に取り組む。

（削除） ・ 「ア 産業の集積・強化」において、ま

とめて記載することにした。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.10

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑵ 産業の振興

ウ 農林水産業の振

興

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

農林水産業への理解の促進と、若い活力ある新規就農者や女性農業者など

多様な担い手の育成に取り組む               

                        。

また、農林水産業の                  生産基盤の整

備や、               効率的かつ安定的な経営環境の整

備に取り組む。

さらに、農林水産物の生産拡大や消費拡大に寄与する地産地消、新たな付

加価値を生み出す「6 次産業化」を推進するとともに、健全な森林の育成・

保全や、木質バイオマスの活用等によるエネルギーの地産地消の推進なども

踏まえた木材利用の促進を図る。

加えて、中央市場の再整備など、安定的な供給環境や流通機能の整備に取

り組む。

【現状と課題】

本市は、大都市でありながらも豊かな自然を有しており、こうした環境を

生かして、市民に新鮮で安心・安全な農林水産物を供給している。このよう

に、健康で豊かな市民生活を維持する上で、本市の農林水産業は、重要な役

割を果たしているが、少子化・高齢化の進展により、農林水産業者の高齢化

や減少が急速に進み、荒廃した農地・森林の増加や農林水産物の生産力の縮

小等が問題となっている。

このため、農林水産業者が効率的かつ安定的な経営を行うことができる環

境の整備や新たな担い手の育成に取り組む必要がある。また、森林などの豊

かな地域資源を活用するとともに、最新の技術なども取り入れながら、新た

な付加価値を生み出していく必要がある。

【対応策の方向性】

農林水産業への理解の促進と、若い活力ある新規就農者や女性農業者など

多様な担い手の育成に取り組むとともに、地産地消や「6 次産業化」を推進

し、農林水産物の生産と消費の拡大を図る。

また、都市部や中山間地・島しょ部などの地域特性に応じた生産基盤の整

備や新技術の導入等により、農林水産業の効率的かつ安定的な経営環境の整

備に取り組む。

さらに、耕作放棄地の再生利用や担い手への農地集積など、農地の有効活

用に取り組むとともに、間伐材を使用した木質バイオマスの利活用や公共建

築物等の木造化など木材利用の促進による森林整備の拡大等を通じ、健全な

森林の育成・保全を図る。

加えて、中央市場の再整備など、安定的な供給環境や流通機能の整備に取

り組む。

・ 農林水産業において、スマート農業など

の新しい技術が出てきており、中山間地域

などの競争的に不利なところをカバーし

ていく必要があること、また、新技術の導

入の必要があるとの委員意見を踏まえ、修

正した。

・ 市街化区域の都市農業と市街化調整区

域などの中山間地域農業があり、それぞれ

課題が異なり、都市農業の生産緑地などの

取組の課題と中山間地域の担い手不足や

耕作放棄地の課題があるとの委員意見を

踏まえ、それぞれ分けて整理した。

・ 遊休農地が減って、荒廃農地が増えてい

ることから、担い手確保に向けた視点を入

れる必要性が、また、公共建築の間伐材の

集成材利用など、できるだけ木材を使った

形で需要を行政主体でつくっていく必要

性があるとの委員意見を踏まえ、それらを

追記するとともに、全体を整理し直した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.11

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑶ 観光の振興

【現状と課題】

本市の入込観光客数は、平成 23 年(2011 年)の 1,067 万人から平成 29 年

(2017 年)には 1,341 万人となり、7年連続で過去最高を更新している。  

外国人観光客についても、平成 24 年(2012 年)の 36 万人から平成 29 年

(2017 年)には 151 万人となり、6年連続で過去最高を更新している。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

近隣       市町と連携した観光プログラムの開発や観光資源の

整備とネットワーク化、圏域全体の一体的なプロモーション活動などによる

広域周遊観光の取組を推進する                    

                                 

       。

また、                              

      観光サインの整備や無料公衆無線ＬＡＮサービスの拡充など、

急増する訪日外国人旅行者の受入環境の整備等によるインバウンドの取組

を推進する。

さらに、               圏域内の歴史的建造物などの魅

力的な地域資源の活用や                       

   産学公の連携等による                     

            ＭＩＣＥの取組を推進する。

加えて、                            

広島ならではの                           

                                  

                                  

                                  

                         観光資源を活

用した早朝や夜の観光コンテンツの充実など、滞在時間の拡大による観光消

費額の増大に向けた取組を推進する。

【現状と課題】

本市の入込観光客数は、平成 23 年(2011 年)の 1,067 万人から平成 29 年

(2017 年)には 1,341 万人となり、7 年連続で過去最高を更新している。ま

た、外国人観光客についても、平成 24 年(2012 年)の 36 万人から平成 29 年

(2017 年)には 151 万人となり、6 年連続で過去最高を更新している。中で

も、欧米豪からの旅行者の割合が約 6割を占めていることが大きな特徴であ

る。こうした国内外からの観光客数などの増加に伴い、様々な受入環境の整

備に取り組んできたが、とりわけ、急増する外国人観光客に対する人材や宿

泊施設等の受入環境は十分に整っていない。加えて、観光客数、宿泊客数共

に繁忙期と閑散期で大きな差があり、年間を通じた誘客につながっていな

い。

人口減少社会が到来する中、多くの観光客が広島を訪れれば、広島を中心

としたヒト・モノ・カネ・情報の大きな循環が生まれ、地域の雇用促進や消

費の拡大など地域経済の活性化につながる。このため、国内外の人々に広島

のまちの有り様を総体として体感してもらえるよう、「国際平和文化都市」

としての求心力を更に高める取組とともに、広島の歴史や伝統芸能、豊かな

自然や食文化など、観光資源の魅力を高め、その素晴らしさを国内外に発信

する取組を進める必要がある。

【対応策の方向性】

広島広域都市圏内の市町と連携した観光プログラムの開発や観光資源の

整備とネットワーク化、圏域全体の一体的なプロモーション活動などによる

広域周遊観光の取組を推進するとともに、インターネットなどを通じ、他者

や社会へ一定の影響を与えるインフルエンサー等を活用して圏域内の観光

情報を発信する。

また、増加する国内外からの観光客、中でも外国人観光客の受入環境の向

上を目指し、観光サインの整備や無料公衆無線ＬＡＮサービスの拡充などを

進めるとともに、繁忙期における宿泊施設の不足に対応するため、その整備

を促進する。あわせて、より一層のおもてなしの向上を図るため、大学や経

済界等と連携した観光人材や観光事業者の育成に向けた取組を推進する。

さらに、ＭＩＣＥに係る支援制度の強化や圏域内の歴史的建造物などの魅

力的な地域資源の活用、ＭＩＣＥ参加者と地元企業等との交流を促進する取

組など産学公の連携、グローバルＭＩＣＥ都市にふさわしいＭＩＣＥ施設の

整備に向けた検討など、ＭＩＣＥの取組を推進する。

加えて、年間を通じた誘客に向けて、宿泊客が少ない冬季や初夏における

広島ならではの特色ある「食」をテーマとした観光キャンペーンの実施、神

楽等の伝統芸能や広島城跡等の文化財の活用、瀬戸内海の多島美など豊かな

自然を生かした観光プログラムの開発等を進めるとともに、江戸時代以来の

歴史を伝える広島城のリニューアルを図る。

そして、回遊性を高めるための共通割引券の発行や、様々な観光資源を活

用した早朝や夜の観光メニュー の充実など、滞在時間の拡大による観光消

費額の増大に向けた取組を推進する。

・ 現状に、広島の強みとして欧米系の旅行

客が多いことを、課題として、（繁忙期に）

ホテル等のキャパシティーに限界が来て

いるという委員意見を踏まえ、それらを追

記した。

・ 200 万人広島都市圏構想の広域圏として

の観光という観点を、また、インターネッ

トユーザーの活用など、正しく広島の情報

を発信する必要があるという委員意見を

踏まえ、それらを追記した。

・ 宿泊施設の整備、国際観光にも対応でき

る人材の育成と確保、人材の育成に併せた

観光関連事業者の育成が必要という委員

意見を踏まえ、それらを追記した。

・ ＭＩＣＥについては、既に取り組んでい

るので、それより上のステップや施設形成

の取組が必要という委員意見を踏まえ、そ

れらを追記した。

・ 夜景を生かすことや瀬戸内海の多島美、

神楽や食を始め文化・伝統などを活用する

必要があるという委員意見を踏まえ、それ

らを追記した。

・ 歴史や伝統芸能などの観光資源を発信

するには、市民の理解も必要という委員意

見を踏まえ、広島城のリニューアルなどを

追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.12

１ 活力の創出と都

市ブランドの確立

を目指したまちづ

くり

⑷ 国際交流・国際

協力や多文化共生

の推進

【現状と課題】

（記載なし。）

   本市における外国人市民数は、平成30年(2018年)3月末現在18,217

人であり、本市の総人口の 1.53％を占めている。平成 27年度(2015 年度)以

降、その数は、毎年度 2％から 5％の割合で増加しており、今後も国の外国

人労働者受入れの拡大に伴い、増加するものと予想される。このため、様々

なレベルで多くの外国人との関わりが増す中、「国際平和文化都市」を都市

像とする本市として、ヒロシマの知名度を生かした幅広い国際交流・国際協

力や外国人市民の暮らしやすさに配慮した               

     まちづくりを進める必要がある。

【対応策の方向性】

姉妹・友好都市を始め海外諸都市との交流の推進や市民レベルでの国際交

流の促進など、幅広い分野での国際交流・国際協力を推進する。組むととも  

機関・国際機関や二国間交流団体などとの連携を強化し、幅広い分野での国

際交流・国際協力の推進を図る。る。

外国人市民の暮らしやすさに配慮し、生活関連情報の多言語化等のコミュ

ニケーション支援に取り組むとともに、          生活支援等の

施策の拡充を図る。

また、外国人に対する地域の文化や習慣などへの理解の促進を図るととも

に、学校教育等を通じた多文化共生意識の高揚などに取り組む。

【現状と課題】

グローバル化が進展し、ヒト・モノ・カネ・情報の国境を越える移動が容

易になってきており、市民が外国を訪れ、また、外国人が本市を訪れる機会

が増し、多くの市民や団体が様々な国の人々との親善交流や草の根の国際協

力を行っている。こうした中、本市では、市民の国際理解を更に深めて国際

意識を醸成するとともに、世界の人々と平和への思いを共有するため、これ

まで長年にわたり、友好親善関係を育んできた姉妹・友好都市との交流はも

とより、ヒロシマの知名度を生かした都市間交流を進め、双方の都市の活性

化に資する様々な分野での交流と市民主体の国際協力を促進していく必要

がある。

また、本市における外国人市民数は、平成 30年(2018 年)3 月末現在 18,217

人であり、本市の総人口の 1.53％を占めている。平成 27年度(2015 年度)以

降、その数は、毎年度 2％から 5％の割合で増加しており、今後も国の外国

人労働者受入れの拡大に伴い、増加するものと予想される。このため、様々

なレベルで多くの外国人との関わりが増す中、「国際平和文化都市」を都市

像とする本市として、地域住民と外国人訪問者や外国人市民が互いに文化的

な違いを認め合いながら、快適に滞在でき、あるいは、安心して暮らせる多

文化共生のまちづくりを進める必要がある。

【対応策の方向性】

姉妹・友好都市や交流・連携宣言都市を始めヒロシマの知名度を生かした

海外諸都市との交流の推進や市民主体の国際交流の促進に取り組むととも

に、国連機関・国際機関や二国間交流団体などとの連携を強化し、幅広い分

野での国際交流・国際協力の推進を図る。

外国人市民の暮らしやすさに配慮し、生活関連情報の多言語化等のコミュ

ニケーション支援に取り組むとともに、防災や教育、就労など生活支援等の

施策の拡充を図る。

また、外国人に対する地域の文化や習慣などへの理解の促進を図るととも

に、学校教育等を通じた多文化共生意識の高揚などに取り組む。

・ 国際交流と外国人市民の話が混同して

いて分かりにくいという委員意見を踏ま

え、国際交流と外国人市民への対応に分け

た構成に修正した。

・ これまで本市が行ってきた姉妹・友好都

市との交流は現状と課題に記載するべき

という委員意見を踏まえ、国際交流の現状

と課題を追記した。

・ 現状と課題と、対応策の方向性の整合性

が取れていないという委員意見を踏まえ、

整合性を図るよう修正した。

・ 市民レベルの国際交流について深めて

はどうかいう委員意見を踏まえ、市民レベ

ルでの国際交流の記載に修正した。

・ 本市は二国間交流が盛んであるため、こ

うした団体との連携について検討しては

どうかという委員意見を踏まえ、関係機関

等との連携の強化を追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.13

２ 地域特性に応じ

た個性的な魅力を

生かしたまちづく

り

⑴ デルタ市街地や

その周辺部、中山

間地・島しょ部の

まちづくり

ア デルタ市街地の

魅力あるまちづく

りの推進

【現状と課題】

本市        は、太田川とその支流からなる三角州のデルタ市街

地の中心部に 、紙屋町・八丁堀地区の商業施設を中心としたにぎわいのあ

る都市空間と、平和記念公園や中央公園、基町地区の特徴ある公共施設、河

岸緑地等の緑や花、水に触れることのできる公共空間とが程よく調和した街

並みが形成されている。                        

                                  

                         

今後、人口減少社会が到来する中においても、            

                        多くの人々を呼び

込むため、デルタ市街地の特徴的な街並みを生かし、平和都市として美しく

品があり、人々に広島を印象付けることのできる都市景観の創出を図る必要

がある。

また、来訪者との交流が生み出されるよう、地域と行政等が連携し、公共

空間等を活用した新たなにぎわいづくりに取り組む必要がある。

さらに、水の都の象徴的な空間づくりである「美しい川」づくりを始めと

する「水の都ひろしま」づくりの推進などにより、都市の魅力としての「ひ

ろしまブランド」を更に高めていく必要がある。

【対応策の方向性】

原爆ドームと     慰霊碑（広島平和都市記念碑）を貫く南北軸の眺

望景観の確保を始め、平和記念公園周辺地区における「平和都市」を象徴す

る景観づくりなど、美しく品のある都市景観の創出を図るとともに、都心部

の東西を結ぶ平和大通りにおける                   

にぎわいづくりや         比治山公園「平和の丘」構想の実現

に向けた取組     など、多様な人々が交流し、平和の尊さを実感する

ことのできるまちづくりを進める。

また、来訪者へのおもてなしの気持ちを基本姿勢とした「花と緑と音楽の

広島づくり」を推進するとともに、かつての城下町の目抜き通りである西国

街道を始めとする公共空間の活用に取り組む。

さらに、雁木等をつなぐ水上交通ネットワークの形成や、河岸緑地におけ

る水辺のオープンカフェの活用など、新たなにぎわいの創出に取り組む。

加えて、住民や企業等による、地域の良好な環境や価値を維持・向上させ

るためのエリアマネジメントの推進など、地域特性を生かしたまちづくりを

推進する。

【現状と課題】

本市のデルタ市街地は、太田川河口部の     三角州で形成され、

その中心部には、紙屋町・八丁堀地区の商業施設を中心としたにぎわいのあ

る都市空間と、       中央公園             や河

岸緑地などの緑豊かな         公共空間とが程よく調和した街

並みが形成されている。また、平和都市を象徴する原爆ドームや平和記念公

園、築城から 400 年以上に及ぶ歴史・文化を伝える広島城など、国内外の多

くの人々を引き付ける数多くの地域資源を有している。

今後、人口減少社会が到来する中においても、都市の活力を維持・向上し

ていくためには、こうしたエリアの特性を生かしながら、多くの人々を呼び

込み、多様で活発な交流を生み出すことが重要となる。このため、市民や企

業等と連携しながら、デルタ市街地が有する地域資源の魅力をより一層引き

立てる取組を進めていく必要がある。

【対応策の方向性】

原爆ドームと原爆死没者慰霊碑          を貫く南北軸の眺

望景観の確保を図るとともに、                           

                                  

東西を結ぶ平和大通りにおいて、常に文化が感じられる歩行空間としての

にぎわいづくりを進める。あわせて、 比治山公園「平和の丘」構想の実現

に向けた取組を推進するなど、平和への思いを継承していく       

      まちづくりを進める。

また、花と緑と音楽によるおもてなしを行う「花と緑と音楽の広島づくり」

の推進や、水上交通ネットワークの形成を始め「水の都ひろしま」にふさわ

しい水辺を生かした取組の推進など、水と緑を生かした潤いのあるまちづく

りを進める。

さらに、広島城の活用や西国街道を軸としたまちづくりなど、歴史的資源

を生かしたまちづくりを進める。

加えて、公共空間を活用したにぎわいづくりや建築物の低層階への商業施

設の誘導、回遊性の向上等を図るための歩行環境の整備、市民や企業等によ

るエリアマネジメントの促進など、人々が憩い、交流する魅力とにぎわいの

あるまちづくりを進める。

このほか、景観計画重点地区等における地区ごとの特性を踏まえた景観誘

導や景観に関する意識の醸成などにより、広島らしい風情があり、おもてな

しの心あふれる景観づくりを進める。

・ 景観に関する記載が中心となっている

が、魅力的な機能ごとに整理した方がより

分かりやすくなるのではないかという委

員意見を踏まえ、再構成し、全体を修正し

た。

・ 魅力的な機能ごとに整理するのであれ

ば、都心活性化プランの要素を盛り込めば

良いのではないかという委員意見を踏ま

え、対応策の方向性を修正した。

・ 平和大通りの沿道建築物の低層階への

商業施設の誘導など、にぎわいづくりのた

めに何が必要なのかを具体的に記載する

必要があるという委員意見を踏まえ、対応

策の方向性を修正した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.14

２ 地域特性に応じ

た個性的な魅力を

生かしたまちづく

り

⑴ デルタ市街地や

その周辺部、中山

間地・島しょ部の

まちづくり

イ デルタ周辺部の

魅力あるまちづく

りの推進

【現状と課題】

本市のデルタ周辺部には、都市の生活利便性と豊かな  自然への近接性

が調和し、安佐動物公園や植物公園、交通科学館などの文化施設や          

                                  

  大学等が立地している。加えて、丘陵部の西風新都や高陽などの地区

には住宅団地の開発等による居住機能が、また、ＪＲ可部線やアストラムラ

インの沿線等にある緑井、古市、大町、可部などの地区には生活サービス機

能が集積し、市民生活を支える場が形成されている。

                                 

                                 

                                  

                       一方、住宅団地の中に

は、人口減少や高齢化の進展に伴い、地域コミュニティの活力低下や交通環

境等の生活利便性の低下を始め様々な問題が顕著に現われている団地があ

る。このため、今後とも、地域コミュニティの活性化や生活利便性の維持・

向上を図るとともに、市民の憩いの場の提供に取り組む必要がある。

また、西風新都は、開発事業者により約 7割の造成が完了し、都心に直結

する広島高速道路や二つの高速道路インターチェンジなど、都心や周辺市町

への交通アクセスが良いことから、企業立地や住宅建設等が進んでいる。こ

のため、今後とも、住民や企業等と行政が一体となり、「住む・働く・学ぶ・

憩う・護る」という複合機能が集積した広域的な拠点としての都市づくりを

進める必要がある。

【対応策の方向性】

多様な世代が集い、これからも住み続けられる団地となるよう、子育て世

帯の転入促進など、住宅団地の活性化を推進するとともに、地域の実情に応

じた乗合タクシーへの運行支援等による高齢者を始めとする交通弱者のた

めの生活交通の維持・確保を図る。

また、安佐動物公園の再整備や「花と緑と音楽の広島づくり」の拠点施設

である植物公園の機能充実など、市民がやすらぎや心の豊かさを感じること

のできる場の充実に取り組む。

さらに、大学と地域との連携により、大学の知的資源等を生かしたまちづ

くりを推進する。

西風新都とデルタ間の循環を生むアストラムラインの延伸（広域公園前駅

からＪＲ西広島駅）や西風新都内の循環を生む幹線道路のネットワーク化な

ど、西風新都における着実な都市基盤の整備に取り組む。

【現状と課題】

本市のデルタ周辺部 は、都市の生活利便性と身近にある自然      

が調和し、安佐動物公園や植物公園、昆虫館のある森林公園など、動植物等

に触れることのできる施設や、広域的なスポーツ交流の拠点となる広島広域

公園、大学等が立地している。加えて、丘陵部を中心に、戸建て住宅が建ち

並ぶ住宅団地が数多く開発され、こうした住宅団地では、本市の人口の約

25％が居住するなど、居住の場として重要な役割を担っている。

今後、人口減少社会が到来する中においても、都市の活力の維持・向上を

図るためには、デルタ市街地の魅力あるまちづくりと同様に、市民や企業等

と連携しながら、デルタ周辺部が有する地域資源の魅力をより一層引き立て

る取組を進めていく必要がある。また、本市の居住を支える住宅団地の中に

は、人口減少や高齢化の進展に伴い、地域コミュニティの活力低下  

          を始め様々な問題が顕著に現われている団地があ

り、その活性化を図る必要がある。

【対応策の方向性】

   安佐動物公園の再整備や広島広域公園の施設改修、植物公園や森林

公園、憩の森等の利用促進など、市民を始め多くの人々が集い、安らぎや活

力を感じることのできる環境づくりを進める。

また 、大学と地域との連携により、大学の知的資源等を生かしたまちづ

くりを進める。

さらに、住宅団地において、地域コミュニティの次世代の担い手となる

子育て世帯の住替えを促進するとともに、空き家等を活用した活動拠点の確

保など、地域が主体的・継続的に行う住宅団地の活性化を図る。

・ デルタ市街地と同様の趣旨（魅力的な機

能ごとの整理）により、全体を修正した。

・ デルタ周辺部ならではの自然環境や市

民が楽しめるレクリエーション施設を記

載してはどうかという委員意見を踏まえ、

現状と課題、対応策の方向性を修正した。

・ 住宅団地について、今あるものを生かし

して再生させるという方向性を記載して

はどうかという委員意見を踏まえ、現状と

課題を修正した。また、より分かりやすい

内容とするため、現状と課題、対応策の方

向性を修正した。

・ 公共交通ネットワーク全体の中で、地域

主体の乗合タクシー等を整理すべきでは

ないかという委員意見を踏まえ、この項目

から削除した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.15

２ 地域特性に応じ

た個性的な魅力を

生かしたまちづく

り

⑴ デルタ市街地や

その周辺部、中山

間地・島しょ部の

まちづくり

ウ 中山間地・島し

ょ部の魅力あるま

ちづくりの推進

【現状と課題】

本市       の中山間地・島しょ部は、中国山地に連なる山々、太

田川とその派川等とそれらが流れ込む瀬戸内海といった豊かな自然があり、

歴史や伝統を引き継ぎ、人々にやすらぎと心の豊かさを与える重要なエリア

である。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

新規就農者の育成や農林業への従事を考える移住者への支援など、「仕事

の確保」、「住宅の確保」、「地域に定住者を受け入れてもらえる態勢の構築」

の三つの観点を踏まえた定住者受入れのための環境整備に取り組むととも

に、地元中小企業への支援      などを通じ、地域コミュニティ活性

化のための担い手確保に取り組む。

また、健全な森林の育成に向けた間伐材等の利活用や         

    、市民に身近な里山林の整備等による人と野生鳥獣の共存

できる環境の確保など、魅力ある里山づくりを促進する。

さらに、交流人口の拡大に向け、自然や温泉、歴史、文化、伝統などの地

域資源を活用した                         

              住民主体の地域づくりの取組の促進や   

    、これらと連携した公共施設の有効活用などに取り組む。

【現状と課題】

本市やその周辺市町の中山間地・島しょ部は、中国山地に連なる山々、太

田川とその派川等とそれらが流れ込む瀬戸内海といった豊かな自然を有し、

歴史や伝統を引き継ぎ、人々にやすらぎと心の豊かさを与える重要なエリア

である。しかしながら、このエリアでは、都市部と比較して、人口流出と高

齢化という深刻な課題に直面しており、このまま放置すると地域コミュニテ

ィの存続自体が脅かされかねない状況である。また、農林水産業を始めとす

る地域産業などの人材不足が顕在化し、農地や森林の荒廃、有害鳥獣被害の

増加などの問題が顕著に現れている。

このため、地域の持続可能性の確保に向け、地域と行政が連携し、若年層

を始めとする多様な世代の効果的な定住促進などに取り組むことにより、地

域活性化の担い手の確保を重点的に推進するとともに、地域資源の利活用を

進める必要がある。

【対応策の方向性】

新規就農者の育成や農林業への従事を考える移住者への支援など、「仕事

の確保」、「住宅の確保」、「地域に定住者を受け入れてもらえる態勢の構築」

の三つの観点を踏まえた定住者受入れのための環境整備に取り組むととも

に、地元中小企業の雇用確保等への支援などを通じ、地域コミュニティ活性

化のための担い手確保に取り組む。

また、健全な森林の育成に向けた間伐材等の利活用やそのビジネス化を図

るための環境整備、市民に身近な里山林の整備等による人と野生鳥獣の共存

できる環境の確保など、魅力ある里山づくりを促進する。

さらに、交流人口の拡大に向け、自然や温泉、歴史、文化、伝統などの地

域資源の活用や、一定のエリア設定による総合的な取組の推進、農山村体験

民泊の受入環境整備などによる住民主体の地域づくりの取組の促進を図る

とともに、これらと連携した公共施設の再整備 などに取り組む。

・ 200 万人広島都市圏構想を踏まえると、

周辺市町の中山間地・島しょ部も一体的に

考える必要があるのではないかという委

員意見を踏まえ、それを追記した。

・ 雇用創出により中山間地域が活性化し

ている事例もあるため、このような施策を

検討してはどうかという委員意見を踏ま

え、それを追記した。

・ 間伐材等の活用に関する記載について、

地元で需要を創出し、ビジネスにする必要

があるのではないかという委員意見を踏

まえ、それを追記した。

・ 民泊による体験型修学旅行の取組につ

いて記載してはどうかという委員意見を

踏まえ、追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.16

２ 地域特性に応じ

た個性的な魅力を

生かしたまちづく

り

⑶ 広島広域都市圏

の発展への貢献

【現状と課題】

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2030年には広島広域都市圏内

の全ての市町において、本格的な人口減少社会が到来し、その後、年少人口

や生産年齢人口が大きく減少していくことが予測されている。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

ものづくり産業の強化、農林水産物やバイオマスエネルギーの地産地消、

圏域内の周遊観光などによる「ローカル経済圏」の構築に向けた取組を推進

するとともに、圏域市町の持つ特色ある地域資源や地域産業をつなぐ広域的

公共交通網等の充実強化を図る。

また、救急医療相談等に応じるセンターの共同運営や        生

活困窮世帯への学習支援の共同実施など、圏域市町における生活関連サービ

スの連携強化を図る。

（以下、修正箇所なし。）

【現状と課題】

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2025年には広島広域都市圏内

の全ての市町において、本格的な人口減少社会が到来し、    年少人口

や生産年齢人口が大きく減少していくことが予測されている。

このため、圏域を構成する市町と共に、人口減少に歯止めを掛け、圏域の

経済の活性化と自律的で持続的な発展を目指す「200 万人広島都市圏構想」

の実現を図り、ヒト・モノ・カネ・情報が巡り、どこに住んでも安心で暮ら

しやすい都市圏を形成する必要がある。あわせて、圏域市町が連携し、住民

の満足度が高く、また、災害などの緊急時においても十分対応可能な行政サ

ービスを提供できる都市圏を形成する必要がある。

【対応策の方向性】

ものづくり産業の強化、農林水産物やバイオマスエネルギーの地産地消、

圏域内の周遊観光などによる「ローカル経済圏」の構築に向けた取組を推進

するとともに、圏域にわたるヒト・モノ・カネ・情報の循環に資する広域的

公共交通網等の充実強化を図る。

また、救急医療相談等に応じるセンターの共同運営や拠点病院の整備、生

活困窮世帯への学習支援の共同実施など、圏域市町における生活関連サービ

スの連携強化を図る。

さらに、在宅医療相談支援窓口の運営等による地域包括ケア（医療・介護・

生活支援等のサービスの包括的な提供）の推進や、病児・病後児保育事業等

による保育サービスの充実など、圏域市町が有する行政資源の相互利用や事

務の共同処理等の取組を推進する。

・ 人口推計の更新に伴い、修正した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.17

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑴ 地域共生社会の

実現

【現状と課題】

少子化・高齢化が急速に進展する中、家庭の機能や地域のつながりが弱ま

り、社会的な孤立が問題となっている。また、要介護の親と障害のある子の

世帯や、                      子育てと介護に同

時に直面する世帯など、複雑化・複合化した問題を抱え、制度や分野ごとに

縦割りで整備された公的な支援制度の下では対応が困難なケースへの支援

が課題となっている。

こうした中、これまでの「支える側」と「支えられる側」という二分論に

とどまらず、住民の誰もが多様な担い手として、その人らしい役割を持ち、

お互いに支え合うことができる地域共生社会の実現が求められている。この

ため、             地域住民や関係機関、行政が一体となり、

地域の実情に応じて「自助」、「共助」、「公助」を適切に組み合わせてマネジ

メントすることにより、持続性の高い地域福祉を再構築していく必要があ

る。

【対応策の方向性】

身近な地域で高齢者や障害者、子どもなどが抱える様々な課題に対応でき

る包括的な支援体制の構築に向け、住民主体の地域福祉活動への参加促進を

図るとともに、地区ごとに担当の保健師を定め、保健・医療・福祉に関する

相談支援を行う体制（保健師の地区担当制）の強化や、関係機関の連携・協

働により、様々な分野にわたる相談を包括的に受け止め、必要なサービスを

提供する体制づくりに取り組む。

また、 生活困窮者などが抱える複合的で複雑な課題の解決に向け、自立

相談支援機関である社会福祉協議会やその他の関係機関が        

  連携・協働し、自立へのきめ細かい支援に取り組む。

【現状と課題】

少子化・高齢化が急速に進展する中、家庭の機能や地域のつながりが弱ま

り、社会的な孤立が問題となっている。また、福祉分野だけでなく、保健医

療や就労などの分野にまたがって支援を必要とする人や、子育てと介護に同

時に直面する世帯など、複雑化・複合化した問題を抱え、制度や分野ごとに

縦割りで整備された公的な支援制度の下では対応が困難なケースへの支援

が課題となっている。

このため、これまでの「支える側」と「支えられる側」という二分論にと

どまらず、市民の誰もが住み慣れた地域で、、それぞれに役割を持ち、互いに

支え合いながら、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現が

求められている。その実現に向け、地域住民や関係機関、行政が一体となり、

地域の実情に応じて「自助」、「共助」、「公助」を適切に組み合わせてマネジ

メントすることにより、持続性の高い地域福祉を再構築していく必要があ

る。

【対応策の方向性】

身近な地域で高齢者や障害者、子どもなどが抱える様々な課題に対応でき

る包括的な支援体制の構築に向け、住民の地域福祉活動への参画を促進する

とともに、住民が主体的に地域の生活課題を把握して解決を試みることがで

きる環境づくりに取り組む。

また、専門的・包括的な支援が必要な場合に様々な関係機関が連携・協働

し、課題解決を行うことのできる体制について、地域包括支援センター等の

協力の下に整備するとともに、地区ごとに担当の保健師を配置し、保健・医

療・福祉に関する相談支援を行う制度（保健師の地区担当制度）の充実を図

るなど、地域住民の自主的な取組を支援する。

さらに、生活困窮者などが抱える複合的で複雑な課題の解決に向け、社会

福祉協議会を始めとする社会福祉法人や民生委員・児童委員などの関係機関

等と連携・協働し、自立へのきめ細かい支援に取り組む。

・ 広島市社会福祉審議会における「地域共

生社会実現計画（仮称）」策定の議論を踏

まえ、より具体的な内容となるよう追記・

修正した。

・ 社会福祉法により社会福祉法人は地域

貢献が求められているという委員意見を

踏まえ、社会福祉法人との連携等について

追記した。

・ 民生委員・児童委員が行う家庭で抱える

貧困などの様々な課題を把握する活動に

ついて、確実に継続していかなければなら

ないという委員意見を踏まえ、民生委員・

児童委員との連携等について追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.18

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑵ 保健・医療・福祉

の充実

ア 健康づくりの推

進と医療提供体制

等の充実

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

このため、今後とも、健康寿命を伸ばし、市民一人一人が生涯を通じて心

身共に健康で自立した生活を送ることができるよう、市民の健康づくりを推

進するとともに、市民の健康な生活を支える環境整備に取り組む必要があ

る。また、住み慣れた地域で安心して暮らし、人生の最期まで身近な地域で

適切な医療・介護サービスを受けることができる体制の充実に取り組むとと

もに、高度・急性期の医療が必要となった場合は、圏域内でより質の高い医

療や看護を受けることができるよう、中枢都市として広域的な医療提供体制

を強化する必要がある。

【対応策の方向性】

（修正箇所なし。）

また、社会全体で健康を支え守るための社会環境の整備や地域の生活衛生

環境の向上に取り組む。                     

さらに、                            心

の悩みに関する相談支援や心の健康づくりに関する普及啓発など、メンタル

ヘルス対策等による自殺（自死）の防止に取り組む。

加えて、在宅医療・介護連携の推進や救急医療の充実を図るとともに、脳・

心臓血管疾患に係る高度な救急医療機能を備えた新安佐市民病院（仮称）

建設の推進や、                           

      広島市民病院や広島大学病院等の基幹病院と地域の医療機

関、基幹病院相互の連携強化       による質の高い効果的・効

率的な医療提供体制の構築に取り組む。

【現状と課題】

本市は、全国平均に比べ平均寿命は長い一方、健康寿命は短く、医療費等

の社会保障費の負担が大きくなっている。これに対し、本市では、健康寿命

の延伸に取り組むとともに、広島大学病院等との連携の下、広島市民病院と

安佐市民病院を中心に、圏域内における高度な医療の提供体制の構築などを

進めてきた。しかしながら、団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年以

降、医療・介護ニーズはますます増加するとともに、複雑かつ多様化してい

くことが予想される。また、自殺者数は過去最多だった平成 19 年(2007 年)

の 263 人から減少傾向にあるものの、依然として年間 200 人前後で推移して

いる。

このため、今後とも、健康寿命を伸ばし、市民一人一人が生涯を通じて心

身共に健康で自立した生活を送ることができるよう、市民の健康づくりを推

進するとともに、市民の健康な生活を支える環境整備に取り組む必要があ

る。また、住み慣れた地域で安心して暮らし、人生の最期まで身近な地域で

適切な医療・介護サービスを受けることができる体制の充実に取り組むとと

もに、高度・急性期の医療が必要となった場合は、圏域内でより質の高い医

療や看護を受けることができるよう、中枢都市として広域的な医療提供体制

を強化する必要がある。さらに、市民が良好な生活環境の中で暮らすことが

できるよう、食品の衛生管理や地域の衛生的な環境の向上などに取り組む必

要がある。

【対応策の方向性】

疾病に関する知識の普及啓発や健康診査の推進等により、がんや循環器疾

患などの生活習慣病の予防や、子どもの頃から高齢になるまで、ライフステ

ージに応じた健康づくりを推進する。

また、健康ウォーキングなどの市民の主体的な健康づくりを支える地域づ

くりの推進や、医師会や地域団体等の関係機関や企業との連携の強化によ

り、社会全体で健康を支え守るための社会環境の整備を進めるとともに、心

の悩みに関する相談支援や心の健康づくりに関する普及啓発など、メンタル

ヘルス対策等による自殺（自死）の防止に取り組む。

さらに、本市北部、県北西部、島根県の一部までをカバーし、脳・心臓血

管疾患に係る高度な救急医療機能を備えた北部医療センター安佐市民病院

の建設や、在宅医療・介護を有機的に結び付ける安佐医師会病院の整備を進

めるとともに、広島市民病院や広島大学病院等の基幹病院と地域の医療機

関、基幹病院相互の医療機能の分化及び連携強化による質の高い効果的・効

率的な医療提供体制の構築に取り組む。

加えて、飲食店等におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の取組を促進する

など、食の安全・安心を確保するとともに、地域の衛生的な環境の向上に資

する住民の自主的な活動を促進することなどにより、良好な生活衛生環境の

確保に取り組む。

・ 食の安全について記載してもらいたい

という委員意見を踏まえ、生活衛生環境に

ついて、現状と課題、対応策の方向性に追

記した。

・ 対応策の方向性について、もう少し具体

的に踏み込んだ文章にしてもらいたいと

いう委員意見を踏まえ、社会全体で健康を

支え守るための社会環境の整備に関して

追記した。

・ 「新安佐市民病院（仮称）」について、正

式名称の公表に伴い、「北部医療センター

安佐市民病院」に修正するとともに、在宅

医療・介護連携の具体例として安佐医師会

病院の整備について記載した。

・ 基幹病院等の役割分担や機能の分化は、

救急、小児医療、がん、心臓病、脳卒中へ

の対応につながるため、そういった趣旨を

入れてもらいたいという委員意見を踏ま

え、「医療機能の分化」を追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.19

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑵ 保健・医療・福祉

の充実

イ 高齢者が安心し

て暮らせる社会の

形成

【現状と課題】

本市では、団塊の世代が全て 75歳以上となる 2025 年以降、医療・介護ニ

ーズの増加が見込まれるとともに、65 歳以上 1 人に対して 20～64 歳が 2 人

未満となることが予測されるなど、高齢者を支える人口の不足が見込まれて

いる。また、一人暮らしや認知症の高齢者           の増加な

どにより、医療・介護を含めた高齢者支援に対するニーズは複雑かつ多様化

していくことが予想される。

このため、高齢者一人一人が生き生きと、住み慣れた地域で安心して暮ら

せる持続可能な共生型社会を形成できるよう、             

                            医療・介護・

介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの

充実強化を図る必要がある。

【対応策の方向性】

（修正箇所なし。）

また、                              

                            「共助」の精

神で、高齢者を見守り支え合う地域づくりを推進するとともに、質の高い介

護サービスを安定して提供できる体制づくりを推進する。

さらに、できる限り人生の最期まで在宅で暮らしたいというニーズに応え

るための在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進を図るとともに、認知

症の人とその家族にやさしい地域づくりに向けた施策の推進を図る。

【現状と課題】

本市では、団塊の世代が全て 75歳以上となる 2025 年以降、医療・介護ニ

ーズの増加が見込まれるとともに、65 歳以上 1 人に対して 20～64 歳が 2 人

未満となることが予測されるなど、高齢者を支える人口の不足が見込まれて

いる。また、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加な

どにより、医療・介護を含めた高齢者支援に対するニーズは複雑かつ多様化

していくことが予想される。

このため、市民の誰もが住み慣れた地域で、それぞれに役割を持ち、互い

に支え合いながら、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現

を見据え、高齢者が人生の最期まで自分らしく暮らせるよう、医療・介護・

介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの

充実強化を図ることが重要となる。こうした考えの下、高齢者が生き生きと

暮らしていくための活動の促進を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らしていくための環境づくりを行う必要がある。また、支援等が

必要な方々が安心して暮らせるための施策を充実する必要がある。

【対応策の方向性】

高齢者いきいき活動ポイント事業や身近な地域で気軽に参加できる交流

サロンなどを通じ、高齢者の社会参加の促進を図り、健康づくりと介護予防

に取り組める環境づくりを推進する。

また、地域包括支援センターの相談支援体制の充実に取り組むとともに、

地域団体等の活動の活性化や担い手の拡大を図ることにより、「共助」の精

神で 高齢者を見守り支え合う地域づくりを推進する。

さらに、単身・中重度の要介護高齢者に対応できるサービスの提供体制の

充実を図るなど、質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりを

推進するとともに、できる限り人生の最期まで在宅で暮らしたいというニー

ズに応えるため、在宅医療の充実や、医療と介護サービスのより円滑な提供

に向けた在宅医療・介護連携を推進する。

加えて、認知症に関する正しい知識の普及や早期診断・早期対応のための

体制整備に取り組むとともに、認知症の人と家族等に対する生活支援・地域

支援の充実を図るなど、認知症の人と家族にやさしい地域づくりに向けた施

策を推進する。

・ 高齢者の大きな問題として、一人暮ら

し、高齢者のみの世帯、認知症のことがあ

るので、文言として入れるべきであるとい

う委員意見を踏まえ、「一人暮らし高齢者

や高齢者のみの世帯、認知症高齢者」を追

記した。

・ 広島市社会福祉審議会における「地域共

生社会実現計画（仮称）」策定の議論を踏

まえ、共生型社会に関する説明を地域共生

社会に修正した。

・ 地域包括支援センターの機能強化につ

いて、具体的な文言を入れてもらいたいと

いう委員意見を踏まえ、地域包括支援セン

ターの相談支援体制の充実などについて

追記した。

・ 対応策の方向性について、もう少し具体

的に踏み込んだ文章にしてもらいたいと

いう委員意見を踏まえ、質の高い介護サー

ビスを安定して提供できる体制づくりや

在宅医療・介護連携の推進、認知症の人と

家族にやさしい地域づくりについて、より

具体的な内容になるよう追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.20

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑵ 保健・医療・福祉

の充実

ウ 障害者の自立し

た生活の支援

【現状と課題】

本市は、国による障害者権利条約の締結や障害者差別解消法の施行などを

踏まえながら、障害者の支援に取り組んできた。しかしながら、昨今、障害

者と高齢の親が同居する世帯への支援や、制度の対象とならない生活課題へ

の支援などが求められている。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

障害者の虐待の防止や障害を理由とする差別の解消に向けた取組を推進

するとともに、障害者権利条約や関連する法律についての一層の啓発による

障害や障害者への理解を促進する。

また、障害者の                ライフステージに沿っ

て、住み慣れた地域等で自立して暮らせるよう、地域包括ケアの体制整備を

見据えた切れ目のない相談支援に取り組むとともに、障害者の自らの選択と

決定に基づく社会のあらゆる活動への参加と活躍の支援に取り組む。

【現状と課題】

本市では、「障害者の権利に関する条約」や「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」などを踏まえ、障害者の支援に取り組んできた。こう

した中、障害者の重度化・高齢化等への対応や、障害者と高齢の親が同居す

る世帯への対応、支援制度がない生活上の課題や困りごとへの対応など、障

害者の支援に対するニーズは複雑かつ多様化している。

このため、障害者を取り巻く環境の変化を踏まえ、障害のある人もない人

も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し、支え合うことで、一人一人の

暮らしと生きがい、地域を共に創っていく地域共生社会の実現を目指す必要

がある。また、障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因を

取り除き、障害者が住み慣れた地域において自立して生活できるように社会

のバリアフリー化を推進するとともに、自立を支援していく必要がある。

【対応策の方向性】

障害者の虐待防止や権利擁護、障害を理由とする差別の解消に向けて、「障

害者の権利に関する条約」や関連する法律についての一層の啓発、「障害者

差別解消条例（仮称）」の制定など、障害や障害者についての理解促進や社会

的障壁の除去と合理的配慮の提供に取り組む。

また、障害者の重度化・高齢化や親亡き後も含め、ライフステージに沿っ

て、住み慣れた地域等で自立して暮らせるよう、地域包括ケアの体制整備を

見据えながら、福祉サービスの充実と質の向上や切れ目のない相談支援体制

の充実に取り組む。

さらに、障害者が自らの選択と決定に基づき、社会のあらゆる活動に主体

的に参加し、それぞれの個性や能力が発揮できるよう、生涯を通じた多様な

学習活動の支援、スポーツや文化芸術活動の促進、障害の特性に応じた就労

支援の充実などに取り組む。

・ 障害者の高齢化が問題となっていると

いう委員意見を踏まえ、障害者の高齢化を

含む本市の障害者に関する現状や課題を

追記した。

・ 広島市において障害者差別解消に関す

る条例の制定に向けて取り組んでもらい

たいという委員意見を踏まえ、「障害者差

別解消条例（仮称）」に関する取組を追記

した。

・ 現状と課題に「社会のバリアフリー化を

推進する」という記載があるが、対応策の

方向性にその取組について記載してもら

いたいという委員意見を踏まえ、追記し

た。

・ 「障害者のライフステージに沿って」と、

「地域包括ケアの体制整備を見据えた切

れ目のない」という部分をもう少し具体的

に記載してもらいたいという委員意見を

踏まえ、追記した。

・ 障害者の生涯学習支援が必要であると

いう委員の意見や、障害者による文化芸術

活動の推進に関する法律の施行を踏まえ

た障害者の文化芸術活動の支援や、就労支

援の取組が必要であるという委員意見を

踏まえ、追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.21

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑶ 未来を担う子ど

もの育成と教育

ア 全ての子どもが

健やかに育つため

の環境づくり

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

こうした状況に対応するためには、「未来を担う子どもの育成こそが、こ

れからの広島の発展の礎となる。」という考えの下、子どもが幸福に暮らし、

様々な個性や能力を伸ばしながら、自立性や社会性を身に付け、自立した大

人へと健やかに成長できるよう、社会全体で子どもの成長を支えていく必要

がある。

【対応策の方向性】

母子の健康や子育てに関する相談支援                

  の充実など、妊娠・出産期から乳幼児期、学童期、思春期を経て、青年

期へとライフステージごとに大きく変化するニーズに応じた切れ目のない

支援に取り組む。

こうした観点の下、子どもや家庭の状況に応じた子育てができるよう、保

護者のニーズを踏まえ、延長保育や一時預かりの充実など、       

                                  

                       多様で良質な子ども・

子育て支援に取り組む。

また、貧困や障害、虐待など、社会的支援の必要性が高い子どもとその家

庭に対し、教育・生活・就労の支援など、               

                       個々の状況に応じたき

め細かい支援に取り組む。

さらに、子育て家庭が地域の人々とつながりを持ち、地域の中で子育てが

できるよう、                      オープンスペ

ースの充実など、地域の幅広い世代が子育てを支援していける環境づくりを

推進する。

【現状と課題】

本市では、平成 29年(2017 年)の合計特殊出生率が 1.49 と、全国平均より

は高いものの、人口が安定的に維持できる水準である 2.07 を大きく下回っ

ている。また、核家族化や共働き世帯の増加、地域との関わりの希薄化など、

子どもや子育て家庭をめぐる環境が変化する中、子育てに対する親の負担感

や孤立感の増大による児童虐待の問題、保育需要の増大に伴う待機児童の問

題、子どもの貧困の問題などが顕在化している。

こうした状況に対応するためには、「未来を担う子どもの育成こそが、こ

れからの広島の発展の礎となる。」という考えの下、子どもが幸福に暮らし、

様々な個性や能力を伸ばしながら、自立性や社会性を身に付け、自立した大

人へと健やかに成長できるよう、社会全体で子どもの成長を支えていくこと

が重要となる。このため、子どもや子育て家庭が置かれた個々の状況ごとに

異なるニーズを適切に把握し、切れ目なく多様な支援を行うとともに、地域

や様々な団体等が協働して子育てを支援する環境づくりに取り組む必要が

ある。

【対応策の方向性】

母子の健康や子育てに関する相談支援、乳幼児期の保育や就学後の放課後

対策の充実など、妊娠・出産期から乳幼児期を経て、就学後へ       

とライフステージごとに大きく変化するニーズに応じた切れ目のない

支援に取り組む。

その際、幼稚園と保育園の役割分担を越えて、一元的に乳幼児期の教育・

保育を充実させることを基本にして、公私の役割分担の下、ハード・ソフト

両面にわたる待機児童対策や、延長保育・一時預かりを始めとする様々な保

育サービスの充実、医療費等の経済的負担の軽減など、多様で良質な子ども・

子育て支援に取り組む。

また、貧困の状況にある世帯への教育・生活・就労や経済的支援の充実、

発達障害を含む障害のある子どもへの支援の充実、虐待の予防と早期発見・

早期対応、施設・里親等による養育支援の充実など、個々の状況に応じたき

め細かい支援に取り組む。

さらに、子育て家庭が地域の人々とつながりを持ち、地域の中で子育てが

できるよう、社会福祉法人やＮＰＯ等とも連携を図りながら、オープンスペ

ースの充実など、地域の幅広い世代が子育てを支援していける環境づくりを

推進する。

・ 現状と課題、対応策の方向性の記載のレ

ベルが少し食い違っているという委員意

見を踏まえ、課題を具体的に追記した。

・ 女性が活躍できる社会の実現の一つの

ステップとして、保育所などの充実をお願

いしたいという委員意見を踏まえ、乳幼児

期の教育・保育の充実を基本とすること

や、ハード・ソフト両面にわたる待機児童

対策、延長保育・一時預かりを始めとする

様々な保育サービスの充実、就学後の放課

後対策の充実に関することなどを追記し

た。

・ 「切れ目のない支援」とは、どのような

内容か分からないという委員の意見踏ま

え、乳幼児期や就学後の支援などについて

追記した。

・ こども医療費補助制度について記載し

てもらいたいという委員意見を踏まえ、

「医療費等の経済的負担の軽減」を追記し

た。

・ 障害のある子どもが増えており、支援体

制が十分でないという委員意見を踏まえ、

発達障害を含む障害のある子どもへの支

援の充実を追記するとともに、貧困や虐待

に対する支援や、養育支援について追記し

た。

・ 地域の子育て支援について、NPO や社協

だけでなく社会福祉法人も取り組んでい

るので、社会福祉法人との連携について記

載してもらいたいという委員意見を踏ま

え、「社会福祉法人やＮＰＯ等とも連携を

図りながら」を追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.22

３ 保健・医療・福

祉、子どもの育成

環境の充実を目指

したまちづくり

⑶ 未来を担う子ど

もの育成と教育

イ 一人一人を大切

にする教育の実現

【現状と課題】

少子化・高齢化の進展に伴う本格的な人口減少社会の到来や急速な技術革

新、グローバル化の進展と国際的な競争の激化など、社会状況が大きく変化

する中、生活の本拠である家族の形態が様々に変化するとともに、地域との

関わりの希薄化や就業意識の変化など、子どもや青少年を取り巻く環境は厳

しいものとなっている。（記載なし。）

また、       学校の抱える課題が複雑かつ多様化し、学校に求

められる役割が拡大する中、教員の多忙化が問題となっている。さらに、様々

な要因が複雑に絡み合って発生するいじめや不登校の問題 が顕在化して

いる。

このため、広島の未来を担う子どもがいかなる境遇の下にあっても苦労を

乗り越え、夢や希望に向かって挑戦するという心構えを持つよう育成してい

くことができる教育システムを構築する必要がある。その中で、生涯にわた

る人格形成の基礎となる幼児教育から、社会の持続的な発展を牽引する多様

な力を育てる高等教育までを体系的に整備するとともに、教員が子どもに向

き合う時間を確保し、知・徳・体の調和のとれた 教育を推進していく必

要がある。また、将来、一人一人が社会を構成する一員として、一定の役割

を担おうとする意欲を持ち、他人を尊重し思いやることができ、社会におい

て自分の能力を適切に発揮することができるよう、青少年を育成していくた

めの取組を推進する必要がある。

【対応策の方向性】

幼児教育段階から、一人一人の子どもが「確かな学力、豊かな心、健やか

な体」や「平和を希求する心」などの資質・能力を身に付け、「心身共にたく

ましく思いやりのある人」として、その可能性を最大限発揮できる教育や、

子どもの健康を支える食育の推進を図るとともに、家庭、地域、学校が連携・

協働して、子どもの学びを支え、進める「ひろしま型チーム学校」の構築に

取り組む。

また、学校における働き方改革の推進など、教員が子どもにとって効果的

な教育活動を行うことのできる環境づくりを推進する。

さらに、いじめや不登校などの問題の未然防止や早期の発見と適切かつ継

続的な対応のための総合的な対策を推進する。

加えて、国際交流・国際協力活動の促進などを通じたグローバルに活躍す

る人材や、技術革新や社会・制度の変革などを通じて新たな価値を創造し、

社会におけるイノベーションを牽引する人材、スポーツや文化芸術の分野な

どで豊かな能力を発揮する人材の育成に取り組む。

そして、家庭教育に対する支援の充実や青少年を取り巻く有害環境  1

どへの対応、   職業的自立支援の充実に取り組むとともに、大学生によ

る地域での交流活動など、青少年の地域活動への参加を促進する。

【現状と課題】

少子化・高齢化の進展に伴う本格的な人口減少社会の到来や急速な技術革

新、グローバル化の進展と国際的な競争の激化など、社会状況が大きく変化

する中、生活の本拠である家族の形態が様々に変化するとともに、地域との

関わりの希薄化や就業意識の変化など、子どもや青少年を取り巻く環境は厳

しいものとなっている。こうした中、本市では、一人一人の子どもが「確か

な学力、豊かな心、健やかな体」や「平和を希求する心」などの資質・能力

を身に付け、「心身共にたくましく思いやりのある人」として、その可能性を

最大限発揮することができるよう、学校教育の充実や家庭教育に対する支援

等に取り組んでいる。特に、学校における教育は、子どもの学力向上や能力

育成の要であり、その充実は広島の未来を担う人材の育成はもとより、子育

て世帯にとっての本市に居住する魅力を高めることにつながるものである。

しかしながら、昨今では、学校の抱える課題が複雑かつ多様化し、学校に求

められる役割が拡大する中、教員の多忙化が問題となっている。さらに、様々

な要因が複雑に絡み合って発生するいじめや不登校の問題等が顕在化して

いる。

このため、         子どもがいかなる境遇の下にあっても苦労

を乗り越、夢や希望に向かって挑戦するという心構えを持つよう育成してい

くことができる教育システムを構築する必要がある。その中で、生涯にわた

る人格形成の基礎となる幼児教育から、社会の持続的な発展を牽引する多様

な力を育てる高等教育までを体系的に整備するとともに、教員が子どもに向

き合う時間を確保し、個に応じたきめ細かな質の高い教育を提供していく必

要がある。また、将来、一人一人が社会を構成する一員として、一定の役割

を担おうとする意欲を持ち、他人を尊重し思いやることができ、社会におい

て自分の能力を適切に発揮することができるよう、青少年を育成していくた

めの取組を推進する必要がある。

【対応策の方向性】

幼児教育から、小学校、中学校、高等学校、大学がそれぞれ連携した教育

体系を構築するとともに、公私の適切な役割分担の下、それぞれの段階に応

じて、様々な特性を有する児童・生徒・学生に適応する多様な教育プログラ

ムを提供する。

このため、広島中等教育学校における専門性の高い教育、広島みらい創生

高等学校、広島特別支援学校における多様なニーズに応じた教育に加え、恵

まれた自然を生かしたいきいき体験オープンスクールなどの各学校での特

色ある取組の更なる充実を図るとともに、実践的な英語教育の充実に取り組

む。

また、いじめや不登校などの問題の未然防止や早期の発見と適切かつ継続

的な対応のための総合的な対策を推進する。あわせて、家庭、地域、学校が

「ひろしま型チーム学校」として連携・協働して、子どもの学びの支援に取

り組むとともに、学校における働き方改革の推進により、持続可能な学校教

育体制の構築を図る。

さらに、中学校のデリバリー給食の課題解決を進め、本市全体の給食提供

体制の在り方を見直すとともに、小・中学校における食育の充実に取り組む。

このほか、国際交流・国際協力活動の促進などを通じたグローバルに活躍

する人材や、技術革新や社会・制度の変革などを通じて新たな価値を創造し、

社会におけるイノベーションを牽引する人材、スポーツや文化芸術の分野な

どで豊かな能力を発揮する人材の育成に取り組む。

そして、家庭教育に対する支援の充実や、インターネット上の違法情報な

どへの対応、若者の職業的自立支援の充実に取り組むとともに、大学生の地

域との交流活動など               を促進する。

・ 現状と課題について、本市の状況を記載

するべきという委員意見を踏まえ、本市の

これまでの取組について追記した。

・ どういう子どもを育てたいのか明記す

るべきという委員意見を踏まえ、現状と課

題の冒頭に記載した。

・ 広島に移住しようというインセンティ

ブにもなる教育環境を作ってはどうかと

いう委員意見を踏まえ、追記した。

・ 学校での教育が等質化しているように

感じるので、多様性のある教育を目指すべ

きではないかという委員意見を踏まえ、修

正した。

・ 現状と課題の修正に合わせて、文章を組

み替え、対応策の方向性を修正した。

・ 本市の施策について具体的に記載した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.23

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑴ 高齢者や女性を

始め全ての市民の

意欲と能力が発揮

できる環境づくり

の推進

ア 地域の活力を生

み出す雇用等の促

進

【現状と課題】

本市では、昨今、有効求人倍率が高水準で推移するなど、様々な業種・職

種において、人手不足が深刻化している。広島広域都市圏においても、少子

化の進展と東京圏など大都市圏への転出超過により、主な働き手である 15～

64 歳までの労働力人口は、平成 27年(2015 年)の 138 万人から、2030 年には

125 万人、2040 年には 109 万人に減少するものと予測されている。

このため、圏域全体の経済の活性化に向け、地元企業や国、  県、圏域

内の市町 と一体となり、若者の大都市圏への流出に歯止めを掛ける取組を

進めるとともに、地元企業への雇用促進や従業者の処遇改善の促進など、人

材確保に向けた取組を進める                必要があ

る。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

地元企業や国、  県、圏域内の市町等と一体となった         

         東京・関西圏からのＵＩＪターン対策 など、  

          若者を圏域内に引き付ける取組を推進する。

また、女性や若者、高齢者など働きやすく、働きがいのある職場づくりな

ど、雇用環境の改善に向けた取組を促進する。

さらに、人材不足が深刻化する職種の従業者に対する処遇改善に向けた取

組を促進する。

（修正箇所なし。）

【現状と課題】

本市では、昨今、有効求人倍率が高水準で推移するなど、様々な業種・職

種において、人手不足が深刻化している。広島広域都市圏においても、少子

化の進展と東京圏など大都市圏への転出超過により、主な働き手である 15～

64 歳までの労働力人口は、平成 27年(2015 年)の 138 万人から、2030 年には

125 万人、2040 年には 109 万人に減少するものと予測されている。

このため、圏域全体の経済の活性化に向け、地元企業や国、広島県、圏域

内の市町等と連携し  、若者の大都市圏への流出に歯止めを掛けるととも

に、圏域外から若者を引き付ける取組を進め、あわせて、地元企業の魅力あ

る職場づくりを促進するなど、地元企業の人材確保を支援していく必要があ

る。

また、本市では、平成 27 年(2015 年)に 28.4 万人であった 65 歳以上の高

齢者人口が 2030 年には 33.3 万人、2040 年には 37.1 万人と年々増加してい

くものと予測されている。このため、地域の活力の維持・向上に向けて、就

労や社会参加を希望する意欲と能力のある高齢者が雇用という枠組みに捉

われず活躍できる場の創出に取り組む必要がある。

【対応策の方向性】

地元企業や国、広島県、圏域内の市町等と連携し、地元企業におけるイン

ターンシップの拡充や、東京・関西圏からのＵＩＪターンの促進など、地元

の学校の卒業生を始め多くの若者を圏域内に引き付ける取組を推進する。

また、人材不足が深刻化する福祉分野などの職種の魅力向上を図るととも

に、高齢者や女性、若者、障害者など全ての市民がその希望に応じて、多様

な働き方を選択し、働きがいのある仕事ができるよう、企業の雇用環境整備

の取組を促進する。

経験豊富な高齢者がまちのにぎわいづくりや高齢者の見守り、子どもの居

場所づくりなど、地域課題に取り組める環境づくりを推進する。

・ 「女性や若者、高齢者など」とあるが、

障害者も入るのではないかという委員意

見を踏まえ、タイトルに「全ての」を追記

した。

・ 企業と提携して広島型インターンシッ

プを拡充することにより、広島に人材を取

り込む必要があるという委員意見を踏ま

え、それらを対応策の方向性に追記すると

ともに、それに伴い現状と課題を修正し

た。

・ 広島で働きたいという環境づくりに向

けた視点、広島で卒業した人を広島に残す

ような視点が必要であるという委員意見

を踏まえ、それらを追記した。

・ 子育て中の親が子どもを預けて、短時間

でも働ける環境づくりが必要という委員

意見を踏まえ、「その希望に応じて」以降

を追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.24

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑴ 高齢者や女性を

始め全ての市民の

意欲と能力が発揮

できる環境づくり

の推進

イ 男女が共に活躍

できる社会の実現

イ 女性が  活躍できる社会の実現

【現状と課題】

我が国では、女性の就業が拡大する一方、管理的職業従事者に占める女性

の割合は、近年逓増傾向にあるものの、欧米諸国と比べると低い水準にある。

また、地域活動を行う団体においても、女性役員等の割合が低水準で推移し

ている。さらに、第一子出産を機に約 5 割の女性が離職するとともに、出

産・子育てによる離職後の再就職に当たり、スキルの低下や育児負担等が壁

となり、非正規雇用者となる場合が多くなっており、こうした状況は、本市

においても同様の傾向にある。このため、国や県、経済団体など様々な主体

と連携を図り、仕事や生活、地域活動などのあらゆる分野において、女性が

  能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組む必要がある。

また、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化など、女性を取り巻く

環境が大きく変化する中、配偶者等からの暴力やストーカー行為による被害

が引き続き深刻な社会問題となっている。このため、女性に対する暴力のな

い安心して暮らすことのできる環境づくりや、男女それぞれの人権を尊重し

合う社会の形成に取り組む必要がある。

【対応策の方向性】

（修正箇所なし。）

また、本市が率先し、テレワークなどの弾力的な勤務の実現や、男性職員

の育児休業制度の利用促進、働き方の改革、ハラスメント対策などを進める

とともに、経済団体等と連携し、こうした取組の市内企業への普及を図る。

さらに、町内会・自治会やボランティアなどの地域活動において、活動へ

の男性の参画や方針決定過程への女性の参画を促進するなど、地域における

男女共同参画の推進を図る。

加えて、男女の均等な機会と待遇の確保など、働く場における男女共同参

画の推進と、長時間労働の削減や子育て・介護支援策の充実などの取組を進

め、職業生活と家庭生活の両立促進を図る。

、ＤＶを               始 女性に対するあらゆる暴力

の根絶と被害者への支援に取り組むとともに、男女の人権を尊重する市民意

識の醸成を図る。

イ 男女が共に活躍できる社会の実現

【現状と課題】

本市では、様々な分野での管理的職業従事者に占める女性の割合は拡大し

ているものの、男性と比較すると低水準にとどまっている。また、第一子出

産を機に離職した女性が出産・子育て後の再就職に当たって、スキルの低下

や育児負担等が壁となり、非正規雇用者となる場合が多くなっている。さら

に、家庭における役割分担について、家事・育児・介護・地域活動の負担は

女性中心という市民意識が根強く残っている。           1 1

              このため、国や県、経済団体など様々な主体

と連携を図り、仕事や生活、地域活動などのあらゆる分野において、男女が

共に能力を十分に発揮できる環境づくりに取り組む必要がある。

また、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から暴力を受け

るドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）  やストーカー行為による被害

が引き続き深刻な社会問題となっている。このため、女性に対する暴力のな

い安心して暮らすことのできる環境づくりや、男女それぞれの人権を尊重し

合う社会の形成に取り組む必要がある。

【対応策の方向性】

本市審議会や行政委員会の女性委員、本市の女性管理職の登用に関する段

階的な目標数値の設定や、男性・女性に捉われないバランスのとれた職員配

置、企業や地域団体への働き掛けなどを通じ、政策・方針の立案及び決定へ

の女性の参画の拡大に取り組む。

また、再就職を希望する女性に対する就業支援や、働く場における男女の

均等な機会と待遇の確保、長時間労働の削減、子育て・介護支援策の充実、

男性の家事・育児・介護・地域活動への参画促進などの取組により、働く場

における男女共同参画の推進と、職業生活と家庭生活の両立促進を図る。こ

れらの取組の推進に当たっては、本市が率先し、テレワークなどの弾力的な

勤務の実現や、男性職員の育児休業・介護休暇制度の利用促進、働き方の改

革、ハラスメント対策などを進めるとともに、非正規職員の処遇改善に取り

組む。そして、経済団体等と連携し、こうした取組の市内企業への普及を図

る。

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）を始め女性に対するあらゆる暴力

の根絶と被害者への支援に取り組むとともに、男女の人権を尊重する市民意

識の醸成を図る。

・ 家庭における役割や職場での働き方は

女性だけの問題ではないという委員意見

を踏まえ、仕事や生活、地域活動などのあ

らゆる分野において男女が共に活躍でき

る社会の実現を目指すタイトルに修正し、

あわせて、内容も修正した。

・ 現状と課題について、日本全体の状況で

はなく、本市の状況を記載するべきではな

いかという委員意見を踏まえ、本市の状況

に修正し、それに伴い、対応策の方向性に

ある男性の介護、地域活動への参画を追記

した。

・ 配偶者等からの暴力は非常に重要な問

題であるため、より積極的に書くべきとい

う委員意見を踏まえ、現状と課題、対応策

の方向性を修正した。

・ 現在の対応策の方向性は女性と男性が

混在して分かりづらいという委員意見を

踏まえ、文章を組み替えるとともに、現状

と課題と、対応策の方向性の整合性を図る

よう修正した。

・ 男性職員については育児休業制度だけ

ではなく、介護休暇制度についても触れる

べきという委員意見を踏まえ、追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.25

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑴ 高齢者や女性を

始め全ての市民の

意欲と能力が発揮

できる環境づくり

の推進

ウ 生涯にわたり学

習し活躍できる環

境づくりの推進

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

このため、年齢等にかかわらず、市民の誰も     が生涯にわたり、

その価値観やライフスタイル、意欲、ニーズ、社会環境の変化に応じて、新

たな知識や技能を学び続け、あるいは必要なときに学び直すことができる環

境づくりを進める必要がある。また、学びの成果を地域や社会の課題解決の

ための活動につなげていくことができる環境づくりを進めるなど、生涯学習

の成果の活用を促進する必要がある。

【対応策の方向性】

公民館等における多様な学習機会の提供とその充実や、大学等による市民

向け教養講座の実施など、多様な世代が学ぶことができ、あるいは学び直す

ことのできる環境づくりを推進する。

（以下、修正箇所なし。）

【現状と課題】

本市では、平成 7年(1995 年)に男性 77.0 歳、女性 83.8 歳であった平均寿

命が平成 27年(2015 年)には男性 81.4 歳、女性 87.5 歳となり、この 20年間

で男性が約 4.4 歳、女性が約 3.7 歳伸びている。このように平均寿命が延伸

し、人生 100 年時代の到来が予想される中、市民が生涯を通じて学び続け、

学んだことを生かして地域や社会で活躍することが求められている。

このため、高齢者や女性、若者、障害者など多様な市民が生涯にわたり、

その価値観やライフスタイル、意欲、ニーズ、社会環境の変化に応じて、新

たな知識や技能を学び続け、あるいは必要なときに学び直すことができる環

境づくりを進める必要がある。また、学びの成果を地域や社会の課題解決の

ための活動につなげていくことができる環境づくりを進めるなど、生涯学習

の成果の活用を促進する必要がある。

【対応策の方向性】

公民館等における多様な学習機会の提供とその充実や、大学等による市民

向け教養講座の実施など、多様な市民が学ぶことができ、あるいは学び直す

ことのできる環境づくりを推進する。

また、ＮＰＯや大学、企業等の多様な主体との連携・協働による現代的・

社会的な課題に関する講座の実施など、地域や社会の課題解決を住民が主体

的に担うことのできる力を身に付けるための学習機会の提供とその充実に

取り組む。

さらに、公民館等における学習成果発表事業の実施や、市民やＮＰＯ、企

業等との協働による学習成果を活用した各種事業の企画・実施など、学びの

成果を発表・活用できる機会や場の提供に取り組む。

・ 障害者の生涯学習について検討する必

要があるという委員意見を踏まえ、現状と

課題を修正し、それに伴い、対応策の方向

性を修正した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.26

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑵ 地域コミュニテ

ィや多様な市民活

動の活性化

【現状と課題】

まちが活性化するためには、それぞれの地域コミュニティが活性化するこ

とが大前提となる。                         

                          しかしながら、

本市では、町内会・自治会の加入率が年々減少するなど、地域コミュニティ

の活力低下や地域を支える人材の不足が懸念されており、これまで地域が有

していた相互扶助や福祉、防犯といった機能が低下するおそれがある。また、

市民の価値観やライフスタイルが多様化し、地域の生活課題についても複雑

かつ多様化しており、地域コミュニティの力のみでは課題の解決が困難にな

っている。

このため、地域コミュニティを支える人材の確保・育成     に取り

組むとともに、地域コミュニティに加え、幅広い分野の公共的サービスの担

い手となっているＮＰＯや企業等の活動を支援することにより、多様な市民

活動を促進し、持続性の高い市民主体の地域づくり・まちづくりを進める必

要がある。

【対応策の方向性】

町内会・自治会への加入促進や子育て世帯の住替え等の支援などを通じ、

地域コミュニティの担い手の確保を図るとともに、主体的・継続的に行われ

る町内会・自治会、子ども会等の地域団体のコミュニティ活動など、「自助」、

「共助」を基調とした地域コミュニティの活性化に資する取組への支援を行

う。

また、教育や子育て、介護・福祉、平和、観光、環境等の様々な分野のボ

ランティアを養成する講座や研修会の開催など、自主的・自発的な市民活動

の担い手の確保・育成に取り組む                   

                                。

さらに、住民と企業等が主体となったにぎわいの創出や美しく快適な街並

みの形成など、地域の良好な環境や価値を維持・向上させるための      

                        エリアマネジメン

トを推進する。

【現状と課題】

それぞれの地域において、住民が主体的に生活課題を解決するとともに、

地域の活力を維持・向上するためには、地域コミュニティが活性化すること

が大前提であり、その広がりがまち全体の活性化につながる。しかしながら、

本市では、町内会・自治会の加入率が年々減少するなど、地域コミュニティ

の活力低下や地域を支える人材の不足が懸念されており、これまで地域が有

していた相互扶助や福祉、防犯といった機能が低下するおそれがある。また、

市民の価値観やライフスタイルが多様化し、地域の生活課題についても複雑

かつ多様化しており、地域コミュニティの力のみでは課題の解決が困難にな

っている。

このため、地域コミュニティ活動の基盤を支える人材や財源の確保に取り

組むとともに、地域コミュニティに加え、幅広い分野の公共的サービスの担

い手となっているＮＰＯや企業等の活動を支援することにより、多様な市民

活動を促進し、持続性の高い市民主体の地域づくり・まちづくりを進める必

要がある。

【対応策の方向性】

空き家等を活用した活動拠点の確保、町内会・自治会への加入促進による

地域コミュニティの担い手の確保など、「自助」、「共助」を基調とした地域コ

ミュニティの活性化に資する取組への支援を行う。とりわけ、「地域共生社

会の実現」や「災害に強いまちづくり」、「地域のにぎわいづくり」などの課

題に対して積極的に取り組むコミュニティを支援し、好事例を創り出す。そ

の展開の拡大を図るため、それぞれの課題への対応と併せ、人材や財源など

活動基盤の確保を着実に進める。

また、教育や子育て、介護・福祉、平和、観光、環境等の様々な分野のボ

ランティアを養成する講座や研修会の開催など、自主的・自発的な市民活動

の担い手の確保・育成に取り組むとともに、様々な分野で活動するＮＰＯを

始めとする市民活動団体などへの支援の充実や協働の取組の推進を図る。

さらに、地域の良好な環境や価値の維持・向上を図るため、地域のにぎわ

いづくりや活動団体の財源確保に公有財産等を活用することができる仕組

みづくりを行い、住民や企業等による主体的な取組であるエリアマネジメン

トを推進する。

加えて、本市が率先し、ボランティア休暇制度の周知を図るなど、職員の

地域活動等への参加を促進するとともに、こうした制度が市内企業に普及す

るよう経済団体等に働き掛け、市民が地域活動等に参加しやすい環境づくり

に取り組む。

・ 現状と課題の「まちが活性化するために

は、（中略）大前提となる。」について、手

段と目的が混在しているのではないかと

いう委員意見を踏まえ、修正した。

・ 地域コミュニティが活性化するために

は、人が寄るということが最も重要な要素

であり、行政で交流拠点となる場を確保す

ることが効果的であるという委員意見を

踏まえ、修正した。

・ 個々の地域は市全体等、面的な視点で地

域の活性化に取り組んでいないため、好事

例の市全体、区全体への展開を図るなど、

トータルな視点でまちづくりや地域の活

性化を推進する必要があるという委員意

見を踏まえ、修正した。

・ 地域だけでは解決できない課題につい

て、ＮＰＯや企業等のセクターがどのよう

にその課題に関わることができるのか考

える必要があるという委員意見を踏まえ、

修正した。

・ 地域コミュニティを持続させる手法を

記載してはどうかという委員意見を踏ま

え、追記した。

・ 担い手の確保について、住民だけでは限

界があるため、市職員が担い手になっては

どうかという委員意見や、企業にボランテ

ィア休暇が取得しやすい環境づくりに取

り組んでもらってはどうかという委員意

見を踏まえ、追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.27

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑶ 文化・スポーツ

の振興

ア 文化の振興

【現状と課題】

本市は、川の魅力を生かした水辺のオープンカフェ・コンサートの実施や、

広島交響楽団の活動支援                  、現代美術

館の取組の充実など、地域資源を生かしながら、個性ある都市文化の形成に

取り組んできた。こうした中、個人の価値観やライフスタイルの多様化など

を踏まえ、今後、高齢者や子ども、障害者、外国人などを含む多様な市民一

人一人が充実感を持って生活でき、より心の豊かさを享受できるような都市

文化の形成が求められている。また、各地域に残る伝統芸能や文化財など、

歴史的価値の高い有形無形の遺産に対する愛着を地域ぐるみで育み、次世代

へ引き継ぐとともに、                  国内外の

人々の関心を深めてもらうことが重要になっている。

（以下、修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

文化施設等における企画展示や文化イベントの開催、広島で活躍する人々

の文化芸術活動への支援を通じた                   

                                  

                                  

                               文化

的環境の整備・充実を図るとともに、多様な市民による主体的な文化芸術活

動の促進とその担い手の育成に取り組む。

また、音楽やメディア芸術等の国境や言語を越えた表現手法を用いた平和

文化イベントの開催                や、姉妹・友好都

市との国際的文化交流の推進、現代美術館における平和の発信機能の強化な

ど、平和文化の普及・振興を図るとともに、              

                                  

伝統芸能・文化遺産の次世代への保存・継承活動の促進や、特色ある伝統芸

能・文化遺産の魅力発信とその      活用に取り組む。

さらに、広島広域都市圏全体の活力創出を目指し、        有形

無形の文化財の積極的な活用による観光の取組や、日本古来の文化    

    を通じた国際交流の取組など、様々な関連分野と連携した取組を推

進する。

【現状と課題】

本市は、広島交響楽団の活動支援等を始めとする「音楽のあふれるまちづ

くり」の推進や、広島国際アニメーションフェスティバルの開催、現代美術

館の取組の充実など、           個性ある都市文化の形成に

取り組んできた。こうした中、個人の価値観やライフスタイルの多様化など

を踏まえ、今後、高齢者や子ども、障害者、外国人などを含む多様な市民一

人一人が充実感を持って生活でき、より心の豊かさを享受できるような都市

文化の形成が求められている。また、各地域に残る伝統芸能や文化財など、

歴史的価値の高い有形無形の遺産に対する愛着を地域ぐるみで育み、次世代

へ引き継ぐとともに、その価値を将来にわたり高めていくためにも国内外の

人々の関心を深めてもらうことが重要になっている。

このため、文化振興に資する様々な関連分野との連携も視野に入れ、総合

的かつ体系的な取組の推進を図ることにより、多様で質の高い文化的環境の

整備や文化芸術活動の担い手の育成に取り組むとともに、平和文化の国内外

への発信力を更に高める必要がある。また、文化芸術活動の活性化や文化遺

産の活用などを通じ、広島広域都市圏全体の活力創出を図る必要がある。

【対応策の方向性】

広島交響楽団や広島ウインドオーケストラを始めとする地元音楽関係者

と連携して進める「音楽のあふれるまちづくり」について、本市の更なる魅

力づくりに資するよう、経済界とも協力しながら、その充実を図る。あわせ

て、本市の文化創造の拠点であるアステールプラザ等を活用した文化芸術活

動の活性化、広島を拠点に活躍する芸術家・クリエーターの支援など、文化

的環境の整備・充実を図るとともに、多様な市民による主体的な文化芸術活

動の促進とその担い手の育成に取り組む。

また、国境や言語を越えた表現手法である音楽や映画、アニメーション等

のメディア芸術などを活用した平和を発信する取組の推進や、姉妹・友好都

市との国際的文化交流の推進、現代美術館における平和の発信機能の強化な

ど、平和文化の普及・振興を図る。

さらに、広島城跡を始めとする文化財の保存・整備を推進するとともに、

伝統芸能・文化遺産の次世代への保存・継承活動の促進や、特色ある伝統芸

能・文化遺産の魅力発信とその価値を高める活用に取り組む。

加えて、広島広域都市圏全体の活力創出を目指し、神楽を始めとする有形

無形の文化財の積極的な活用による観光の取組や、茶道や書道など日本の伝

統文化等を通じた国際交流の取組など、様々な関連分野と連携した取組を推

進する。

・ プロと市民の文化芸術活動が混在した

記載になっているという委員意見を踏ま

え、その書き分けを行った。

・ 広島国際アニメーションフェスティバ

ルなど、国際的な発信力を持つ資源につい

て意識する必要があるという委員意見を

踏まえ、修正した。

・ なぜ国内外の人々の関心を深めてもら

うことが重要であるのか突き詰める必要

があるという委員意見を踏まえ、その理由

を追記した。

・ 広島交響楽団やアステールプラザなど、

文化創造活動を行っている活動団体や施

設をより意識した方が良いのではないか

という委員意見を踏まえ、それらを活用し

た取組について追記した。

・ 映画等がメディア芸術という言葉の中

に隠れており、読み手に届きにくいという

委員意見を踏まえ、修正した。

・ 広島が持っている魅力、地域資源につい

て意識する必要があるとの委員意見を踏

まえ、追記した。

・ 文化財の価値を損なわず、後世に価値を

伝えられる範囲で活用する趣旨の記載を

してはどうかという委員意見を踏まえ、修

正した。

・ 有形無形の文化財等の事例を記載した

方が良いという委員意見を踏まえ、それら

を追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.28

４ 多様な市民が生

き生きと暮らせる

まちづくり

⑶ 文化・スポーツ

の振興

イ スポーツの振興

【現状と課題】

健康増進や体力の向上等に対する市民意識の高揚、広島東洋カープやサン

フレッチェ広島等のトップチームへの応援気運の盛り上がりなどにより、近

年、市民のスポーツへの関心が高まっている。また、個人の価値観が多様化

し、生きがいや様々な社会参加を求める市民が増えている。一方、少子化の

進展に伴う学校運動部の小規模化などが進み、子どもの体力や競技力の低下

が懸念されている。

このため、市民の誰もが健康の維持・増進などを目指し、地域で気軽に参

加してスポーツを楽しめる環境整備の推進や気運の醸成を図るとともに、子

どもを取り巻く環境を踏まえた取組や競技力の底上げに向けた取組などを

進める必要がある。あわせて、スポーツを通じ、人が集まり、動くことで経

済への波及効果やまちの活力とにぎわいを創出する取組を強化するととも

に、被爆から復興した広島から発信する平和・友好の輪を広めていく取組を

進める必要がある。

【対応策の方向性】

子どもから高齢者、障害者や健常者、初心者からトップアスリートまで全

ての市民が気軽にスポーツに親しむことのできる機会の提供と環境の整備

など、地域におけるスポーツ・レクリエーション活動の振興を図る。

また、学校の体育授業や運動部活動の充実、学校体育施設の整備など、学

校における体育・スポーツの充実に取り組むとともに、競技団体等と連携し

たジュニア選手の育成・強化や優秀な指導者の養成・確保など、競技力の向

上に向けた取組を推進する。

さらに、                            国

際的・全国的なスポーツ大会などの誘致やトップス広島等との連携による地

元プロスポーツ･企業スポーツ等の振興、スポーツツーリズムの推進など、

スポーツを通じたまちの活力創出を図るとともに、トップレベルのスポーツ

を通した              平和・友好のメッセージの発信に取

り組む。

加えて、広島の新たなシンボルとなるサッカースタジアムの建設を進め

る。

【現状と課題】

本市は、市民レベルはもとより、国際レベルの大会を開催することのでき

る様々な施設を有していることに加え、周辺市町を含め豊かな自然に囲まれ

ており、スポーツに取り組みやすい環境が整っている。また、広島東洋カー

プやサンフレッチェ広島を始めとする多くの地域密着型トップスポーツチ

ームへの応援気運の盛り上がりなどにより、市民のスポーツへの関心が一層

高まっている。さらに、都市型スポーツやテニス、ヨット、フィギュアスケ

ート等の国際大会が本市で開催されるなど、スポーツを通じてまちのにぎわ

いが創出されている。スポーツの振興は、個人の心身の健康の保持増進や体

力の向上だけでなく、人が集まり、動くことによるにぎわいの創出や平和・

友好の輪の拡大にも寄与するものであり、本市の強みを生かしながら、市民

が様々な形でスポーツの価値を享受できるよう、スポーツを通じた活力ある

まちづくりに取り組むことが重要である。

このため、子どもから高齢者、障害者や健常者、初心者からトップアスリ

ートまで全ての市民がスポーツを行うことができる環境の整備や気運の醸

成を図る必要がある。また、スポーツを通じ、広島広域都市圏全体のにぎわ

いを創出して圏域経済を活性化させるとともに、被爆から復興した広島から

発信する平和・友好の輪を広めていく取組を進める必要がある。

【対応策の方向性】

全ての市民が生涯にわたり心身共に健康な生活を営めるよう、日常的にス

ポーツに親しむ機会を充実させるなど、市民スポーツの振興に取り組む。

また、スポーツ活動を支える組織や体制の充実、スポーツボランティアや

ジュニア選手を育成する指導者の養成などを図るとともに、既存スポーツ施

設の有効活用やサッカースタジアムを始めとする新たなスポーツ活動の場

の創出など、スポーツ環境基盤の整備とその充実に取り組む。

さらに、圏域経済の活性化や平和・友好の輪の拡大に貢献できるよう、国

際的・全国的なスポーツ大会などの誘致やトップス広島等との連携による地

元プロスポーツ･企業スポーツ等の振興、スポーツツーリズムの推進など、

スポーツを通じたまちの活力創出を図るとともに、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会を契機として、平和・友好のメッセージの発信に取

り組む。

・ 現状と課題、対応策の方向性の書き方に

ついて、論理性が分かりにくいという委員

意見を踏まえ、現状と課題を整理し、修正

した上で、対応策の方向性を修正した。

・ ハンザクラス（ヨット）の世界大会など、

マリンスポーツが開催できる豊かな自然

環境を有していることに触れるべきであ

る、また、他のプロスポーツにも言及して

はどうかという委員意見を踏まえ、それら

を追記した。

・ 子どもや成人などのスポーツの時間を

どのように確保していくのかということ

が今後の課題であるという委員意見を踏

まえ、修正した。

・ 経済支援も含め、子どもから社会人、高

齢者まで一貫した人材育成の組織化が必

要ではないかという委員意見を踏まえ、修

正した。

・ スポーツを通じた平和・友好の発信は、

トップレベルに限定されるものではない

という委員意見を踏まえ、修正した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.29

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑴ 安全・安心に暮

らせる生活基盤の

整備

ア 災害に強いまち

づくりの推進

ア 災害に強く安心して生活できるまちづくりの推進

【現状と課題】

本市のデルタ市街地の低地帯では、水害の危険性があり、また、風化花こ

う岩が多い山地部等では、集中豪雨等による斜面崩壊や土石流の発生の危険

性がある。                            

           こうした中、近年、集中豪雨等の自然災害によ

り、大きな被害が発生しており、加えて、南海トラフ巨大地震の発生リスク

も高まっている。

このため、本市に甚大な被害をもたらした平成 26 年(2014 年)8 月及び平

成 30 年(2018 年)7 月の豪雨災害などの教訓も踏まえながら、自分の命は自

分で守る「自助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」、災害に強いま

ちづくりを推進する「公助」の適切な組合せが重要であるとの認識の下、日

頃から地域の防災力を高めるとともに、災害時の被害を最小限に抑えること

ができるよう、迅速かつ的確な応急対策を可能とする体制整備や、障害者・

高齢者・外国人等の要配慮者の避難支援、防災・減災のための施設整備に取

り組むなど、市民と行政が一体となった取組を進めていく必要がある。

【対応策の方向性】

平成26年(2014年)8月及び平成30年(2018年)7月の豪雨災害被災地にお

いて、            国や県と連携しながら、砂防ダムや河川、

道路等が一体となった基盤施設の整備を推進するとともに、住民の意見を生

かした復興を図る。

土石流や急傾斜地崩壊対策については、国や県と連携し、急傾斜地崩壊対

策事業を推進するとともに、砂防事業や治山事業の促進を図る。また、砂防

ダム等から下流部の普通河川に至る施設全体を国等が一体的に整備・管理を

行うよう、働き掛ける。

洪水や高潮対策等       については、国や県と連携し、河川改修

やデルタ市街地の高潮対策事業の促進を図るとともに、雨水幹線や雨水ポン

プ場等の整備などに取り組む。

地震対策については、公共施設の耐震化や道路施設の防災対策の推進、広

域避難路や緊急輸送道路の整備などに取り組む。

あわせて、市民が急激な気象変化等に応じた的確な避難行動がとれるよ

う、災害情報伝達体制の強化を図るとともに、救助・救急や消火等に係る各

種装備・資機材の充実などに取り組む。

また、市民の防災力の向上を図るため、自主防災組織の体制整備や地域の

危険情報の把握などを進める。

ア 災害に強い        まちづくりの推進

【現状と課題】

本市は、山、川、海に囲まれて市街地が形成され、土砂災害危険箇所が多

い山麓部まで開発が進んでいるとともに、地盤が低いデルタ部に中心市街地

が広がっているため、土石流や崖崩れによる土砂災害、洪水や高潮等による

水害の発生の危険性がある。こうした中、近年、集中豪雨等の自然災害によ

り、大きな被害が発生しており、加えて、南海トラフ巨大地震の発生リスク

も高まっている。このような災害に備え、被害を最小限に抑えるためには、

自分の命は自分で守る「自助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」、

行政機関による「公助」の適切な組合せの下、市民と行政が一体となって、

災害に強いまちづくりに取り組むことが重要である。

このため、本市に甚大な被害をもたらした平成 26 年(2014 年)8 月及び平

成 30年(2018 年)7月の豪雨災害などの教訓も踏まえながら、「公助」につい

ては、防災・減災のための施設整備を推進するなど、災害に強い都市構造の

形成を図るとともに、情報収集・連絡体制の整備や高齢者・障害者・外国人

等の要配慮者の支援体制の整備など、災害に強い組織体制の整備を進める必

要がある。また、「自助」「共助」の取組を一層進めるため、継続的な地域の

防災力の向上に向けた防災知識の普及や自主防災体制の整備など、災害に強

い市民活動を推進する必要がある。とりわけ、平成 30 年(2018 年)7 月の豪

雨災害では、避難勧告を発令した地域において、多くの人的被害が発生し、

避難情報を実際の行動につなげる難しさが浮き彫りとなったことから、災害

時に、市民一人一人が災害の危険性を自らのこととして認識し、客観的な情

報に基づき、行動できるよう、市民の防災に関する意識、知識を高める取組

を強化していく必要がある。

【対応策の方向性】

災害に強い都市構造を形成するため、       豪雨災害被災地にお

いて、改良復旧を主眼に置きつつ、国や県と連携し   、砂防ダムや河川、

道路等が一体となった基盤施設の整備を推進するなど、地域  の意見も生

かした復興まちづくりを推進する。また、市全域において、土地利用の合理

的な規制・誘導や防災・減災のための施設整備などに取り組む。

土砂災害対策      については、国や県と連携し、急傾斜地崩壊対

策事業や砂防事業等を促進するとともに、土砂災害特別警戒区域等における

住宅等の新規立地の抑制などに取り組む。

洪水や高潮、浸水などの水害対策については、国や県と連携し、河川改修

事業や    高潮対策事業を促進する とともに、雨水幹線等の浸水対策

施設の整備などに取り組む。

地震対策については、公共施設や橋りょう等の耐震化などに取り組むとと

もに、民間建築物の耐震化を促進する。

また、災害に強い組織体制を整備するため、情報収集・連絡体制や要配慮

者の支援体制の整備に取り組むとともに、広域化する自然災害に備え、近隣

市町とも連携した医療救護体制や広域的な消防力の整備などを進める。

さらに、災害に強い市民活動を推進するため、地域の危険性や必要な避難

行動等の防災情報の周知徹底、被災経験の継承に向けた防災教育の充実な

ど、防災知識の普及を図るとともに、自主防災組織が主体的に行う実効性の

ある避難訓練の実施や防災ライブカメラの設置等の活動を支援するなど、自

主防災体制の整備等に取り組む。

・ 現状と課題、対応策の方向性との関係が

より分かりやすくなるよう、整理し直した

方が良いという委員意見を踏まえ、災害に

強い都市構造の形成、災害に強い組織体制

の整備、災害に強い市民活動の推進の柱ご

とに、再整理し、修正した。あわせて、タ

イトルを中核課題で使用している「災害に

強いまちづくり」の表現に合わせて修正し

た。

・ 崖崩れや土石流が発生しやすい場所に

家が密集しているという現状を記載する

必要があるという委員意見を踏まえ、それ

らを追記した。

・ 自助・共助・公助の適切な組合せとある

が、具体的にどのような組合せを想定して

いるのかを記載する必要があるという委

員意見を踏まえ、現状と課題を修正した。

・ 平成 30 年 7 月豪雨災害において、実際

に避難した人とそうでなかった人とを分

析し、その上で対応策を検討する必要があ

るという委員意見を踏まえ、現状と課題、

対応策の方向性を修正した。

・ 土砂災害特別警戒区域等における建築

着工制限などの対策が必要であるという

委員意見を踏まえ、それらを追記した。

・ 要配慮者に対する支援について言及し

た方が良いという委員意見を踏まえ、それ

を追記した。

・ 広域化する災害に対し、広域対応ができ

る災害救護医療体制の構築が急務である

という委員意見を踏まえ、それを追記し

た。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.30

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑴ 安全・安心に暮

らせる生活基盤の

整備

イ 日常生活の安

全・安心の確保

イ 犯罪や事故の起こりにくい安全なまちづくりの推進

【現状と課題】

本市は、市民の日常生活の安全や安心の確保を図るため、犯罪の起こりに

くい安全なまちづくりや交通安全対策などの推進に努めている。

防犯対策については、市民・企業・行政が協働して積極的な取組を進めて

きた結果、本市の刑法犯認知件数は、年々減少している。一方、架空請求や

なりすましなどの                          

               高齢者を狙った特殊詐欺被害件数や、子ど

もや女性に対する声掛け事案等は               増加

傾向にある。このため、今後とも、「自分たちのまちは、自分たちで創り、守

る。」との理念の下、市民・企業・行政が協働してそれぞれの役割を担いなが

ら、これらの減少に向けた取組をより一層進める 必要がある。

（記載なし。）

また 、交通安全対策については、交通安全施設の整備や交通安全意識の

高揚を図るための取組などを進めた結果、本市の交通事故発生件数は、年々

減少しているものの、高齢者    が関係する交通事故の割合は増加傾向

にある。このため、今後とも、これらの減少に向けた              

      取組をより一層進める 必要がある。

【対応策の方向性】

地域ぐるみの巡回活動や地域社会の一員である企業との連携強化に取り

組むなど、市民・企業・行政の協働による犯罪や事故の起こりにくい安全な

まちづくりの推進を図る。

また、高齢者等の被害の早期発見と未然防止を図るための見守りネットワ

ークづくりや、消費生活センター相談員等による相談体制の充実など、消費

者施策の推進を図る。

高齢者を対象とした参加体験型の交通安全教室の実施や歩行空間のバリ

アフリー化など、ハード・ソフト両面にわたる交通安全対策の推進を図る。

イ 日常生活の安全・安心の確保

【現状と課題】

本市は、市民の日常生活の安全・安心の確保を図るため、防犯対策や消費

者被害の未然防止・拡大防止、交通安全対策に取り組んできた。

防犯対策については、市民や企業、行政が協働して積極的な取組を進めて

きた結果、本市の刑法犯認知件数は、年々減少している。一方、依然として、

  自転車盗や万引きなどの身近な犯罪等が刑法犯認知件数の多くを占め、

子ども・女性への声掛け事案等や高齢者を狙った特殊詐欺被害も後を絶たな

い状況が続いている。加えて、フィッシング詐欺などのサイバー犯罪が増加

傾向にある。このため、今後とも、                       

         市民や企業、行政が協働し、それぞれの役割を担いなが

ら、これらの減少に向けた取組をより一層推進する必要がある。

また、消費者被害の未然防止・拡大防止については、高齢化が進展する中、

高齢者等を標的とした悪質商法が続いており、本市の消費生活相談では、依

然として高齢者の割合が高く、若年層についても成年年齢に達した途端に相

談件数が急増している。加えて、社会の情報化等の進展を背景に、インター

ネットによる取引等に係る消費者トラブルが年齢を問わず多発しており、そ

れに伴う相談件数も増加傾向にある。このため、今後とも、消費者を取り巻

く社会の変化に対応しながら、市民の消費生活の安定と向上に向けた取組を

より一層推進する必要がある。

さらに、交通安全対策については、交通安全教育や交通安全施設の整備

          などを進めた結果、本市の交通事故発生件数は、年々

減少している。一方、高齢者や子どもが関係する交通事故の割合は増加傾向

にある。このため、今後とも、交通事故の更なる減少を目指し、ハード・ソ

フト両面にわたる取組をより一層推進する必要がある。

【対応策の方向性】

身近な犯罪等や子ども・女性への犯罪、特殊詐欺被害、サイバー犯罪など

を抑止するため、防犯に関する意識啓発や防犯情報の提供など、防犯意識の

高い人づくりに取り組むとともに、地域における自主的な防犯活動や見守り

活動などへの支援、地域における防犯ネットワークの形成など、防犯力の高

い地域づくりに取り組む。また、街路灯の整備や「一家一事業所一点灯運動」

の推進など、犯罪の起こりにくい環境づくりを進めるとともに、犯罪被害者

等への支援体制づくりに取り組む。

高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、地域における見

守り活動を行う人材の育成や見守りネットワークの構築、国等と連携した悪

質商法等に関する迅速な情報収集と情報提供など、消費生活の安全・安心の

確保に向けた取組を進める。また、消費生活相談員等による相談体制の充実

など、消費者の被害の救済に取り組むとともに、成年年齢引下げの民法改正

を踏まえた消費者教育の推進など、消費者力の向上に向けた取組を進める。

高齢者や子どもなどの交通事故を防止するため、「参加」・「体験」・「実践」

型の交通安全教育の充実や、交通安全運動の実施、先進安全技術を搭載した

車両の周知等の普及啓発活動の推進など、交通安全意識の高揚に取り組むと

ともに、カーブミラー等の交通安全施設の整備など、交通環境の整備を図る。

・ 消費者施策の現状と課題を記載する必

要があるという委員意見を踏まえ、それを

追記し、あわせて、タイトルを修正した。

・ 防犯対策、消費者施策、交通安全対策に

ついて、対象者を高齢者に限らず、幅広い

世代が対象となっていることが分かるよ

うに書くべきではないかという委員意見

を踏まえ、全体を修正した。

・ 防犯対策について、サイバー犯罪を追記

すべきではないかという委員意見を踏ま

え、現状と課題、対応策の方向性にそれぞ

れ追記した。

・ 消費者施策について、成年年齢の 18 歳

への引下げに伴い、若者が被害に遭う可能

性が高くなっていること、消費者問題は広

島市だけでなく全国的なネットワークの

中で考えていく必要があることなどを踏

まえ、現状と課題、対応策の方向性を記載

する必要があるという委員意見を踏まえ、

それぞれ追記した。

・ 交通安全対策について、交通事故の被害

者は高齢者だけではなく、子どもも多いと

いう現状を追記すべきではないかという

委員意見を踏まえ、現状と課題、対応策の

方向性にそれぞれ追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.31

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑴ 安全・安心に暮

らせる生活基盤の

整備

ウ 生活環境の維

持・改善

ウ 居住・生活環境の確保

【現状と課題】

本市では、戦後、公的住宅の整備とともに、民間住宅の建設や住宅団地の

開発が進んだことから、住宅供給が進み、生活機能面で利便性の高い中心部

や、戸建てが多い郊外の住宅団地など、市民のライフステージに沿った居住

環境が整っている。しかしながら、近年、人口の伸びの鈍化や高齢化の進展、

核家族化などにより、空き家等の増加や地域コミュニティの活力低下などの

問題が顕在化してきており、                   住宅

団地などでは、交通環境等の生活利便性の低下も問題となっている。   

  このため、今後とも、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できるよう、居住地域の状況に応じて、                   

                            安全・安心

な居住環境を維持・改善していく必要がある。

また、本市の快適な市民生活を支える道路や上下水道等のインフラ資産

は、高度経済成長期に整備されたものが多く、施設が経年劣化し、一部には

老朽化による施設の破損事例が発生している。このため、        

                                  

           各施設の特性に応じて計画的な維持保全を行

う  必要がある。

さらに、本市は、公共施設や民間建築物等におけるバリアフリー化等に取

り組んでいる。      今後とも、高齢者や障害者を始め全ての市民

が安全かつ快適に利用できるよう、本市施設や民間建築物等のバリアフリー

化等を推進する 必要がある。

【対応策の方向性】

保安上問題のある空き家の所有者等への啓発や指導、不動産関係団体等と

連携した相談体制の整備など、空き家の適切な管理や流通・活用の促進を図

る。また、子育て世帯の住替えの促進や地域が主体的・継続的に行う地域コ

ミュニティの活性化に資する取組への支援を行う。さらに、地域が主体とな

って運行する乗合タクシー等の導入支援に取り組む。加えて、省エネ性能な

ど住宅単体の品質を高める取組を推進する。

道路や上下水道等のインフラ資産について、損傷    した場合に大規

模な補修・更新につながる可能性が高い施設の長寿命化を図る「予防保全型」

とそれ以外の「事後保全型」に分類し、その分類に応じて計画的       

          な維持保全に取り組む。

公共施設の福祉環境整備や道路 のバリアフリー化等を推進するととも

に、ＪＲ駅舎のバリアフリー化や路面電車のＬＲＴ化などを促進する。

ウ 生活環境の維持・改善

【現状と課題】

本市では、戦後、公的住宅の整備とともに、民間住宅の建設や住宅団地の

開発が進んだことから、住宅供給が進み、生活機能面で利便性の高い中心部

や、戸建てが多い郊外の住宅団地など、市民のライフステージに沿った居住

環境が整っている。しかしながら、近年、人口の伸びの鈍化や高齢化の進展、

核家族化などにより、空き家等の増加や地域コミュニティの活力低下などの

問題が顕在化している。とりわけ、高度経済成長期に造成された多くの住宅

団地  では、高齢化や人口減少が一斉に進行し、その傾向が顕著に現れて

いる。このため、今後とも、市民がそれぞれのライフステージ等に応じ、居

住環境を選択できるとともに、全ての市民が安心して、また、地域への愛着

を感じながら暮らすことができるよう、市民や企業等と連携し、安全・安心

な居住環境の維持・改善を図る 必要がある。

また、本市の快適な市民生活を支える道路や上下水道等のインフラ資産

は、高度経済成長期に整備されたものが多く、施設が経年劣化し、一部には

老朽化による施設の破損事例が発生している。このため、予算執行の平準化

とライフサイクルコストの縮減に着目しながら、施設の機能と市民の安全を

確保することができるよう、各施設の特性に応じ、計画的な老朽化対策に取

り組む必要がある。

さらに、本市は、公共施設や公共交通等の   バリアフリー化など、

福祉のまちづくりを推進している。今後とも、高齢者や障害者を始め誰もが

活動しやすく、安全で快適に生活できるよう、       

その 推進を図る必要がある。

【対応策の方向性】

良質な住宅を次世代に継承していけるよう、市民への意識啓発により、住

宅の適正な維持管理を促すとともに、耐震化・省エネ化等のリフォームへの

支援により、住宅性能の向上を図るなど、良質な住宅ストックの形成に取り

組む。

また、空き家所有者等への意識啓発や指導等により、空き家の適切な管理

を促すとともに、中古住宅市場の環境整備により、空き家の流通を促進する。

さらに、住宅団地などにおいて、地域コミュニティの次世代の担い手とな

る子育て世帯の住替えを促進するとともに、空き家等を活用した活動拠点の

確保など、地域が主体的・継続的に行う空き家等の活用を促進する。

道路や上下水道等のインフラ資産について、損傷が顕在化した場合に大規

模な補修等  につながる可能性が高い施設を対象とする 「予防保全型」

とそれ以外の「事後保全型」に分類し、その分類に応じた点検・補修等を行

うなど、効果的・効率的な維持保全に取り組む。また、維持保全に係る点検

等に当たっては、モニタリング技術やデータベース技術などを活用し、作業

の効率化を図る。

公共施設       や道路等の福祉環境整備  を推進するととも

に、ＪＲ駅舎へのエレベーター等の設置や、路面電車及びバスへの低床車両

の導入など、公共交通等のバリアフリー化を促進する。

・ タイトルを維持向上・維持管理とした方

が本質的に近いのではないかという委員

意見を踏まえ、修正した。

・ 「今後とも、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができるよう」と記載し

ているが、今後は、ライフステージに応じ

て家族構成も変わり、移り住んでいくこと

も重要であるため、そうした記載とすべき

ではないかという委員意見を踏まえ、修正

した。

・ 現状と課題、対応策の方向性との関係が

より分かりやすくなるよう、整理し直した

方が良いという委員意見を踏まえ、インフ

ラ資産の老朽化対策とバリアフリー化の

推進について、現状と課題、対応策の方向

性をそれぞれ修正した。

・ 今後、空き家の発生をどのように抑えて

いくかという予防策の視点が不足してい

るため、市民への意識啓発、住宅の適正な

維持管理、良質な住宅ストックの形成を行

っていく必要があるという委員意見を踏

まえ、それらを追記した。

・ 地域が主体的・継続的に行う地域コミュ

ニティの活性化に資する取組への支援に

ついて、居住環境の維持・改善に関連する

取組を例示として示すべきではないかと

いう委員意見を踏まえ、修正した。

・ 地域主体の乗合タクシー等は、公共交通

ネットワーク全体の中で整理すべきでは

ないかという委員意見を踏まえ、この項目

から削除した。

・ インフラ資産について、モニタリングを

始めネットワークを通じて見ることがで

きる体制づくりが必要であるという委員

意見を踏まえ、それらを追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.32

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑵ 環境と調和した

循環型社会の形成

ア 地球温暖化対策

の推進

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

太陽光発電やバイオマス発電を始めとする再生可能エネルギーの普及等

による都市の低炭素化や、省エネ行動の実践、低炭素住宅・建築物の導入を

始めとする市民、事業者、行政等の全ての主体による省エネルギー対策など、

地球温暖化防止への取組（緩和策）を推進する。

市民への広報等を通じた気候変動が災害等へ及ぼす影響への認識・理解の

向上や、風水害や土砂災害、熱中症、感染症などのリスクに対する対応力の

向上など、地球温暖化による気候変動への適応（適応策）を推進する。

【現状と課題】

地球温暖化の問題は、人類の存続基盤に関わる重要かつ喫緊の課題であ

る。世界の平均気温は上昇し続け、地球温暖化による気候変動の影響が疑わ

れる自然災害等が世界各地で頻発している。このように、地球温暖化の進行

が深刻さを増す中、本市として、地球温暖化対策をより一層進めていくため

には、経済成長などの都市の発展要素と温室効果ガス排出量の増加が連動す

るような現在の社会経済活動の在り方を見直し、これを克服していく必要が

ある。

また、本市に甚大な被害をもたらした平成 26年(2014 年)8 月及び平成 30

年(2018年)7月の豪雨災害と地球温暖化による気候変動との関連が指摘され

るなど、地球温暖化による気候変動の影響が疑われる自然災害等が市域内に

おいて顕在化しつつある。このため、こうした影響に適切に対応するととも

に、将来的な影響に対して備える必要がある。

【対応策の方向性】

地球温暖化防止への取組（緩和策）として、省エネルギー行動の実践を始

め公共交通や自転車の利用促進など、市民や企業、行政等の全ての主体によ

る省エネルギー対策を推進する。

また、地域の自然や防災面にも配慮しながら、太陽光やバイオマス等の再

生可能エネルギーなどを活用した分散型電源や低炭素住宅・建築物の導入、

エネルギーの高効率利用など都市の低炭素化に向けた取組を推進する。

地球温暖化による気候変動への適応（適応策）として、市民への広報等を

通じた気候変動が災害等へ及ぼす影響への認識・理解の向上や、風水害や土

砂災害、熱中症、感染症などのリスクに対する対応力の向上などに取り組む。

・ 環境省で地域循環共生圏の構築に取り

組んでいるので、こうした観点を取り込む

必要があるという委員意見を踏まえ、新た

に項目を立てたことに伴い、現行の項目順

を整理し直し、記載内容の整合を図った。

・ 環境分野での交通の在り方も考えない

といけないという委員意見を踏まえ、それ

らを追記した。

・ 保安林規制解除して、そこに太陽光パネ

ルを設置した後、地震や台風などで崩れる

ことがあるので、自然エネルギー活用のマ

イナス面を考える必要があるという委員

意見を踏まえ、それらの面を追記した。

・ 上記の修正を踏まえ、全体の記載の整合

を図った。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.33

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑵ 環境と調和した

循環型社会の形成

イ ゼロエミッショ

ンシティ広島の推

進

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

市民や企業、行政の協働の下での                  

                                  

  ごみの更なる減量・資源化等による循環型社会の形成の推進を図る。

（修正箇所なし。）

加えて、「自分たちのまちは自分たちできれいにする。」という考え方を基

本とする市民が主体となったボランティア清掃等の美化活動を促進する

                                 

  。

【現状と課題】

本市は、市民・企業の協力を得ながら、ごみの減量やリサイクルなどによ

り循環型社会の形成に取り組んでいる。その結果、本市は、1 人 1 日当たり

のごみ排出量が政令指定都市の中でも最も少ない都市になるなど、ごみの減

量・資源化に大きな成果を挙げてきたが、近年、本市のごみ排出量は概ね横

ばいになっている。

このため、ごみの更なる減量に向けた取組を推進していくとともに、今後

のごみの処理において、地球温暖化対策、省エネルギー化などの環境対策や、

コスト削減の観点からの取組に加え、少子化・高齢化の進展への対応など、

社会情勢の変化に応じた柔軟な対応をしていく必要がある。あわせて、市民

や来広者が魅力を感じる、ごみがなく清潔なまちづくりに取り組む必要があ

る。

【対応策の方向性】

市民や企業、行政の協働の下、生産、加工、小売、消費の各段階において、

過剰包装の抑制や食品ロスの削減に取り組むなど、現在のスタイルを見直し

ながら、ごみの更なる減量・資源化等による循環型社会の形成の推進を図る。

また、安定的なごみ処理体制の構築に向け、ごみ処理施設の適切な管理・

運営と計画的な整備を推進する。

さらに、人口動態や環境への負荷などを踏まえた分別区分の見直しや収集

運搬体制の整備などに取り組む。

加えて、「自分たちのまちは自分たちできれいにする。」という考え方を基

本とする市民が主体となったボランティア清掃等の美化活動を促進すると

ともに、地域との連携の下、ごみのぽい捨てや不法投棄の防止対策等を推進

する。

・ 環境省で地域循環共生圏の構築に取り

組んでいるので、こうした観点を取り込む

必要があるという委員意見を踏まえ、新た

に項目を立てたことに伴い、現行の項目順

を整理し直した。

・ ごみ問題について、過剰包装の抑制化な

ど、社会の仕組みをどうするのか、もう少

し抜本的な新たな減量策を考える必要が

あるという委員意見を踏まえ、それを追記

した。

・ ごみの不法投棄などの問題への対応も

必要という委員意見を踏まえ、それらを追

記した。

【追加】

P.34

５ 安全で安心して

生活でき、豊かな

自然を将来に引き

継ぐまちづくり

⑵ 環境と調和した

循環型社会の形成

ウ 自然環境の保全

及び都市環境の創

造

（記載なし。） 【現状と課題】

本市は、太田川河口デルタを流れる六つの川、南側の瀬戸内海、北側の緑

濃い山々など、水と緑に代表される自然に恵まれている。特に、本市の市街

地に占める川の水面面積の割合は全国でも有数の大きさであり、市域に占め

る森林面積の割合も政令指定都市の中では高い水準である。河川等の水は、

飲料水等として利用されるだけではなく、人々の生活に潤いと安らぎを与え

るとともに、観光、文化、交通、漁業など様々な経済活動を支え、さらに、

ヒートアイランド現象の緩和等にも貢献する。また、森林や緑地、農地は、

雨水の浸透や生物の多様性の保存、良好な景観の形成、レクリエーションの

場の提供、二酸化炭素の吸収など、多面的な機能を有している。

このため、本市の恵まれた自然環境を維持向上させ、将来にわたって豊か

な自然環境を保全するとともに、本市の自然の恵み、地域の特性等を生かし

つつ、将来にわたって自然と調和した快適な都市環境を創造する必要があ

る。

【対応策の方向性】

広島広域都市圏の関係市町と連携し、市民や企業等の協力を得ながら、健

全な水循環の確保や緑の保全、生物の多様性の確保などを総合的に推進する

ことにより、自然と共生し、将来にわたって豊かな自然環境を保全する。

また、水辺を生かしたまちづくりの推進等による潤いのあるまちづくりや

公共交通網の整備等の総合的な交通体系の整備などをバランスよく進め、都

市の持続可能な発展を図り、自然と調和した快適な都市環境を創造する。

・ 環境省で地域循環共生圏の構築に取り

組んでいるので、こうした観点を取り込む

必要があるという委員意見を踏まえ、新た

に項目を立てた。

・ 項目立てに伴い、現行の項目順を整理し

直し、記載内容の整合を図った。

・ 森林が持つ洪水緩和機能などの問題意

識が必要であるという委員意見を踏まえ、

それらを記載した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.35

６ 「平和への願い」

を世界中に広げる

まちづくり

⑴ 核兵器廃絶と世

界恒久平和の実現

【現状と課題】

（記載なし。）

人 類 史

上最初の被爆都市である本市は、平和を願い、平和都市の建設を進めてきた

先人の努力を受け継ぎ、その使命として、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現

に向け、世界を牽引する都市でなければならない。のとして、世界に

核兵器廃絶現在、依然として約 1万 4千発を超える核兵器や核弾頭が厳然と

して存在するとともに、国際情勢は混迷が深まり、楽観視できない状況にあ

る。

こうした中、被爆体験を基にした平和を思う  ヒロシマの心を国内外の

市民社会に発信し、「核兵器のない世界」こそがあるべき姿であるとの共通

の価値観を広げ、市民社会の総意としての核兵器廃絶と世界恒久平和の実現

に向けて、各国の為政者を後押しするような環境づくりを進める必要があ

る。

【対応策の方向性】

平和首長会議の加盟都市と共に、ノーベル平和賞を受賞したＩＣＡＮ（核

兵器廃絶国際キャンペーン）を始めとする世界のＮＧＯなど多様な主体との

連携を深め、ヒロシマの願いである核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け

た連帯の輪を更に広げていく取組を推進する。

また、核兵器廃絶に向け、核兵器禁止条約の早期発効を実現するため  、

平和首長会議 加盟都市の更なる拡大による国際世論の醸成を図る。

【現状と課題】

本市が都市像に掲げる平和とは、単に戦争がない状態にとどまらず、良好

な環境の下に人類が共存し、その一人一人の尊厳が保たれながら人間らしい

生活が営まれている状態をいう。一方、核兵器は人類の存続基盤を脅かすも

ので、市民社会の安全と繁栄の実現に反するものである。このため、人類史

上最初の被爆都市である本市は、      平和都市の建設を進めてきた

先人の努力を受け継ぎ、「核兵器のない世界」は世界恒久平和の実現に不可

欠なものとして、世界に核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を強く訴えてき

た。しかし現在、依然として約 1万 4千発を超える核兵器や核弾頭が厳然と

して存在するとともに、国際情勢の混迷は深まっている。

こうした中、被爆体験を基にした平和を希求するヒロシマの心を国内外の

市民社会に発信し、「核兵器のない世界」こそがあるべき姿であるとの共通

の価値観を広げ、市民社会の総意としての核兵器廃絶と世界恒久平和の実現

に向けて、各国の為政者を後押しするような環境づくりを進める必要があ

る。

【対応策の方向性】

平和首長会議の加盟都市と共に、                 核

兵                る世界の     多様な主体との

連携を深め、ヒロシマの願いである核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け

た連帯の輪を更に広げていく取組を推進する。

また、核兵器廃絶に向け、核兵器禁止条約の早期発効を実現するためにも、

平和首長会議の加盟都市の更なる拡大          を図る。

さらに、平和首長会議の加盟都市を中心に、ヒロシマの心を共有し、発信

してもらうことにより、核兵器廃絶に向けた国際世論の醸成を図る。

・ 被爆都市はイコール平和都市ではない、

平和都市とは何なのか考え直すべきであ

るという委員意見を踏まえ、本市が目指す

平和都市を明確にし、冒頭に追記した。

・ 首長は市民の安全と繁栄を守る義務が

あり、その最大の障害となるのが核兵器で

あるという委員意見を踏まえ、追記した。

・ 核兵器廃絶を訴えるだけでは世界恒久

平和は実現しないという委員意見を受け、

一方で核兵器廃絶なくして世界恒久平和

の実現はありえないという本市の立場を

明記した。

・ ＮＧＯだけではなく、様々な主体との幅

広い連携について記載した。

・ 信頼関係を築いた後に取り組むべき施

策について具体的に追記した。
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区  分 原   案 修  正  案 修  正  理  由

P.36

６ 「平和への願い」

を世界中に広げる

まちづくり

⑵ 「平和への願い」

の共有の推進

【現状と課題】

（修正箇所なし。）

【対応策の方向性】

世界の為政者に対する被爆地訪問の強力な呼び掛けを行うとともに、ＮＰ

Ｔ再検討会議など、各国為政者たちが広島の地に集い、核兵器廃絶に向けた

議論をするための国際会議の誘致に取り組む             。

る。

また、被爆体験伝承者の養成や平和記念資料館の再整備   、広島大学

旧理学部 1号館等の                  被爆建物・被爆

樹木の保存・継承、国内外での原爆展の開催、若い世代の意識啓発を目指す

平和教育の実施、ユース･ピース･ボランティアの育成修学旅行の誘致強化や

ピースツーリズムの推進など、被爆の実相を守り、広め、伝える取組を推進

する。

【現状と課題】

被爆から 70 年以上が経過し、被爆者の高齢化が更に進む中、被爆の体験

を風化させることなく後世に伝えていくことが待ったなしの状況にある。加

えて、広島が抱く「平和への願い」と、若い世代を中心に広島の被爆の実相

への理解が十分でない人々との核兵器や平和に対する捉え方の乖離が進む

おそれがある。

こうした状況下において、核保有国を始めとする各国為政者や世界中の

人々が被爆の実相に触れ、被爆者の体験や平和への思いを共有し、核兵器廃

絶の実現に向けて共に行動していく必要がある。

また、次代を担う若い世代に、被爆の実相を伝えていき、平和意識の更な

る醸成と「ヒロシマ」の平和への願いの共有の推進を図る必要がある。

【対応策の方向性】

世界の為政者に対する被爆地訪問の強力な呼び掛けを行うとともに、ＮＰ

Ｔ再検討会議など、各国為政者たちが広島の地に集い、核兵器廃絶に向けた

議論をするための国際会議の誘致に取り組むなど、「迎える平和」を推進す

る。

また、被爆体験伝承者の養成や平和記念資料館の発信力の強化、広島大学

旧理学部 1号館における平和に関する「知の拠点」の整備、被爆建物・被爆

樹木の保存・継承、国内外での原爆展の開催、若い世代の意識啓発を目指す

平和教育の実施、ユースピースボランティアの育成、修学旅行の誘致強化や

ピースツーリズムの推進など、被爆の実相を守り、広め、伝える取組を推進

する。

・ 本市の取組を強調するため、具体例など

を追記した。

・ 核兵器によってどのような被害があっ

たのかを示す役割は重要であるという委

員意見を踏まえ、平和記念資料館の再整備

は平成 31 年度に終了することも含め、修

正した。

・ 平和について考えるライトな入口とし

て、平和の項目にもピースツーリズムの展

開について記載するべきという委員意見

を踏まえ、追記した。

P.37

６ 「平和への願い」

を世界中に広げる

まちづくり

⑶ 世界平和を脅か

す諸問題の解決に

向けた貢献

【現状と課題】

現在の世界は、グローバル化が進展する一方、飢餓や貧困、差別、暴力な

どに苦しむ人々が多く存在している。本市が目指す「平和都市」の姿は、単

に戦争がない状態ではなく、安全で良好な環境の下、市民一人一人の尊厳が

保たれながら生活が営まれている状態である。

こうした考え方の下、飢餓や貧困、暴力、差別など、人類共通の課題解決

に向けて、世界の都市や市民社会と協働して取り組んでいく必要がある。

【対応策の方向性】

            ヒロシマの世界的な知名度やこれまでの取組

の蓄積、ノウハウを活用した平和問題     に関する調査・研究と情報

の受発信に取り組むともに、アジア等の各都市の研修員の受入 れなど都市

レベルでの国際協力活動に取活 。

（修正箇所なし。）

さらに、平和首長会議の加盟都市とともに、貧困や暴力、差別   

   など、世界中の都市における平和を脅かす諸問題解決に向けて貢献す

る。

加えて、あらゆる                             

       人権を尊重する社会の形成に向けた取組を推進する。

【現状と課題】

現在の世界は、グローバル化が進展する一方、飢餓や貧困、差別、暴力、

環境問題など都市の存続基盤を脅かす多くの諸問題に直面している。

本市が目指す「平和都市」とは、多様性の尊重と信頼関係を基盤として、

良好な環境の下、市民一人一人が尊厳を保ちながら人間らしい生活を送るこ

とのできる都市であり、その実現に向け、世界の都市や市民社会と協働して、

飢餓や貧困、差別、暴力、環境問題など人類共通の課題解決に取り組んでい

く必要がある。

【対応策の方向性】

国連機関や大学等と連携し、ヒロシマの世界的な知名度やこれまでの取組

の蓄積、ノウハウを活用した平和問題や国際協力に関する調査・研究と情報

の受発信に取り組むとともに、アジア等の各都市の研修員の受入れなど都市

レベルでの国際協力活動を推進する。

また、国際紛争の背景を分析する視点を身に付け、平和の創造と維持に関

するアイデアと手法を世界に発信できる人材の育成に取り組む。

さらに、平和首長会議の加盟都市と連携し、飢餓や貧困、差別、暴力、環

境問題など、世界中の都市における平和を脅かす諸問題解決に向けて貢献す

る。

加えて、一人一人の多様性を認め合い、様々なレベルでの信頼関係の醸成

を図りながら、人権を尊重する社会の形成に向けた取組を推進する。

・ 平和首長会議行動計画にある「安全で活

力ある都市の実現」について踏み込んだ方

が良い、また、世界恒久平和の実現には信

頼醸成がキーポイントになるという委員

意見を踏まえ、現状と課題、対応策の方向

性を修正した。

・ ユニタールや県など関係機関との連携

について明記するべきという委員意見を

踏まえ、追記した。

・ 核兵器廃絶以外の諸問題の解決につい

て、具体的な対応策が必要ではないかとい

う委員意見を踏まえ、都市レベルでの対応

策を追記した。


